
 

 

 

９月11日（水） 

 

 

  

- 11 -



- 12 -



  

午前10時０分開議 

 

出 席 議 員（38名） 

２番 渡 辺 正 剛 (国富町・綾町の将来を考える会) 

３番 永 山 敏 郎 （県民連合立憲） 

４番 今 村 光 雄 （公明党宮崎県議団） 

５番 工 藤 隆 久 （  同  ） 

６番 荒 神   稔 （宮崎県議会自由民主党） 

７番 福 田 新 一 （  同  ） 

８番 本 田 利 弘 （  同  ） 

９番 山 内 いっとく （  同  ） 

10番 山 口 俊 樹 （  同  ） 

11番 下 沖 篤 史 （  同  ） 

12番 齊 藤 了 介 （  同  ） 

13番 濵 砂   守 （  同  ） 

14番 黒 岩 保 雄 （緑 風 会） 

15番 脇 谷 のりこ （親 和 会） 

16番 松 本 哲 也 （県民連合立憲） 

17番 山 内 佳菜子 （  同  ） 

18番 坂 本 康 郎 （公明党宮崎県議団） 

19番 二 見 康 之 （宮崎県議会自由民主党） 

20番 日 高 博 之 （  同  ） 

21番 後 藤 哲 朗 （  同  ） 

22番 佐 藤 雅 洋 （  同  ） 

23番 日 髙 陽 一 （  同  ） 

24番 安 田 厚 生 （  同  ） 

25番 内 田 理 佐 （  同  ） 

26番 川 添   博 （  同  ） 

27番 図 師 博 規 （無所属の会 チームひむか） 

28番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団） 

29番 井 本 英 雄 （自民党同志会） 

30番 岩 切 達 哉 （県民連合立憲） 

31番 重 松 幸次郎 （公明党宮崎県議団） 

32番 坂 口 博 美 （宮崎県議会自由民主党） 

33番 山 下   寿 （  同  ） 

34番 外 山   衛 （  同  ） 

35番 武 田 浩 一 （  同  ） 

36番 丸 山 裕次郎 （  同  ） 

37番 中 野 一 則 （  同  ） 

38番 山 下 博 三 （  同  ） 

39番 野 﨑 幸 士 （  同  ） 
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総 務 部 長  吉 村 達 也 
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代表質問◎

これより本日の会議を開きま○濵砂 守議長

す。

本日の日程は、代表質問であります。

ただいまから代表質問に入ります。

質問についての取扱いは、お手元に配付の代

表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、宮崎県議会自由民主党、武田浩一

議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○武田浩一議員

ざいます。自民党会派、串間市選出の武田浩一

です。

まずは、８月８日に日向灘を震源とし本県を

襲ったマグニチュード7.1の地震、８月末の台風

第10号及び竜巻により被災された皆様に、心よ

りお見舞いを申し上げますとともに、一日も早

い復旧と平穏な日常を取り戻されることを祈っ

ております。

先日８月24日、私の地元串間市で都井岬火ま

つりが開催されました。コロナ禍等もあり、今

回久しぶりに都井岬火まつりを見に行ってまい

りました。天候にも恵まれ、多くの観光客や地

元の皆様でにぎわっており、楽しい一夜であり

ました。

都井岬火まつりは、大蛇に見立てた高さ30

メートルの柱松のてっぺんを大蛇の口に見立

て、「トントコトッテ エイトクボヤ」（とうと

う討ち取った衛徳坊や）の掛け声とともに、手

にしたたいまつが投げ上げられます。やがて柱

松のてっぺんにたいまつが命中すると仕掛けら

れた花火に点火、火花が吹き出す様子は、大蛇

が退治されたときに、火炎のような血潮を噴き

出したことにちなんでおります。

昔、人々を苦しめた大蛇を衛徳坊というお坊

さんが火攻めで退治したという伝説にちなみ、

五穀豊穣を祝う祭りであります。現在は都井地

区柱松保存会によって受け継がれております。

参加者の皆様の屈託のない笑顔を見るとき、

戦後79年の平和な日々に感謝するとともに、伝

統芸能、祭り等の伝承を続けていただいている

皆様に敬意を表するものであります。これから

も末永く続いてもらいたい、ふるさと串間の祭

りであります。

それでは、県議会自民党会派を代表いたしま

して、本県の未来への展望と課題について、県

民が未来に明るい希望の持てる御答弁を期待

し、河野知事はじめ、執行部に質問してまいり

ます。

まずは、東京圏一極集中是正と本県の課題

等、河野知事の政治姿勢について伺ってまいり

ます。

当時の安倍政権が打ち出した地方創生は2014

年から本格化し、人口減少克服と東京一極集中

の是正を目指し、自治体ごとに戦略を策定し、

移住者受入れや子育て環境の整備などに国は交

付金で支援してまいりました。しかし、国や地

方の現状を見ると、大変厳しい状況であると言

わざるを得ません。

本県もここ10年、地方創生に取り組んでまい

りましたが、出生数は減少し、若者の県外流出

にも歯止めがかからず、少子高齢化が加速して

います。

知事は本県の人口減少の現状をどのように捉

え、人口減少対策に今後どのように取り組んで

いかれるのか伺います。

以上で壇上での質問を終わり、あとは質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

令和６年９月11日(水)
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令和６年９月11日(水)

います。お答えします。

私は就任以来、人口減少問題を本県の最重要

課題と捉え、国の地方創生の取組とも歩調を合

わせながら、自然減・社会減の両面で様々な対

策を講じてまいりました。

昨年の出生数や出生率は、コロナ禍の影響も

あり、過去最低水準に落ち込むなど、少子化・

人口減少が加速している状況に危機感を強くし

ているところであります。

本県における昨年度の人口動態を見ますと、

積極的な移住政策により大きく社会増となって

いる都城市を除く市町村は、全て人口減の状況

にあります。

県内９市と町村部では、減少率に２倍近い開

きがあることに加え、９市や町村部の間でも、

特に山間部を抱える小規模な自治体では減少率

が高くなるなど、市町村や圏域によってその状

況は様々に異なっております。

このため県では、移住促進や子育て支援の強

化等に加えて、今年度からは、市町村ごとの出

生構造や社会動態等を詳細に分析し、この結果

を踏まえて県としての支援も行っているところ

でありまして、引き続き、市町村はもとより、

産業界や県民の皆様と一体となって、地域の実

情に応じた人口減少対策に全力で取り組んでま

いります。以上であります。〔降壇〕

これからの人口減少対策が功○武田浩一議員

を奏し、来年度以降の県内の出生率が上向き、

合計特殊出生率が1.8台を回復したとしても、そ

の子供たちが成人するのに約20年かかります。

今までも人口減少対策に国、県、市町村が多

額の予算を投じ、懸命に取り組んできたはずで

すが、結果は御承知のとおりであります。

移住促進、子育て支援、市町村ごとの詳細な

分析、そして産業界や県民一体での人口減少対

策等、就任以来、人口減少問題を本県の最重要

課題として捉えておられる知事の本気の人口減

少対策に期待いたします。

次に、私は昨年度、自民党宮崎県連の政調会

長を拝命し、自民党の全国政調会長会議、九州

政調会長会議等で「東京一極集中の是正を国主

導で行っていただきたい。それによって地方の

抱えている課題の多くが解消される。ひいては

日本全体の人口減少緩和やカーボンニュートラ

ルにも貢献できる」と発言してまいりました。

知事も全国知事会、九州知事会等で、国に対

し人口戦略の大きな方向性を示し、国民の機運

を高めることや、不毛な地域間競争を招かぬよ

う、統一的な子育て・教育への経済的支援策、

東京一極集中の解消等、発言されていると認識

しております。

人口減少の克服に向けては、東京一極集中の

是正が不可欠であると考えますが、知事の思い

を伺います。

御指摘のとおり、急速○知事（河野俊嗣君）

に進む人口減少に歯止めをかけ、我が国が次の

世代に持続可能な社会を引き継いでいくために

は、都市部のみに人口や資源を集中させるので

はなく、地方と都市部が共に支え合い、国全体

で経済成長を図り、国力を維持していくことが

重要でありまして、今こそ強い覚悟を持って、

東京一極集中という構造的課題の是正に踏み出

すべきものと考えております。

同様の認識の下で、先月の全国知事会では、

全ての知事が人口減少問題に一致結束して立ち

向かうため、人口戦略対策本部を新たに組織す

るとともに、知事会としての決意や国への提言

を盛り込んだ緊急宣言が決議されたところであ

ります。

私としましても、この人口減少の問題を国政
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令和６年９月11日(水)

の中心的課題と位置づけていただきたい、それ

を強く願っているところであります。

今、国政の様々な場面でリーダーを選択する

議論がなされておりますが、この人口減少問題

が真正面から取り上げられているだろうかと、

大変危惧を抱いているところであります。不都

合な現実から目をそらすことがあってはならな

い、そのように強く感じております。

今後とも、企業や大学等の地方移転など、地

方分散型社会の実現を図るよう、本県知事、そ

して九州を代表する立場から国に強く対応を求

めるとともに、若者や女性が生き生きと活躍

し、将来に夢や希望を描くことができる宮崎づ

くりに全力を尽くしてまいります。

知事、私も、急激な人口減少○武田浩一議員

に歯止めをかけ、日本が持続可能で国民が幸せ

を感じる社会を次世代に引き継いでいくために

は、東京一極集中を解消し、省庁分散をはじ

め、企業や大学の地方移転など、地方分散型社

会を実現することこそが、新しい日本の創造で

あり、宮崎創生であると確信しております。

次に、本県の日本一プロジェクトの中で、日

本一生み育てやすい県への挑戦がありますが、

厚生労働省が６月５日に発表した2023年人口動

態統計によると、全国の合計特殊出生率は1.20

となって過去最低を更新、本県も2023年出生率

が1.49、過去２番目の低さで、出生数も6,502

人、10年連続で最少を更新、婚姻数も3,592件で

過去最低でありました。

知事は、６月６日の定例会見で、「ますます

厳しいものがあるが、できる限りの手を打って

いく。下方修正は考えていない」として、2026

年目標の合計特殊出生率1.8台を堅持する考えを

示されておりますが、子ども・若者プロジェク

トの今年度の取組状況と今後の方向性につい

て、知事に伺います。

子ども・若者プロジェ○知事（河野俊嗣君）

クトにつきましては、日本一生み育てやすい県

の実現へ向けて、出会い・結婚や子育て支援を

中心に施策を展開しております。

そのような状況の中で、特にコロナ前は年

間4,600組あった婚姻数が、コロナ禍を経て令和

５年は3,500組に激減していると、強い危機感を

持っているところであります。

今年度は、結婚サポートセンターによるマッ

チング支援や子育て応援カードの協賛店拡大な

どのこれまでの取組に加え、出会い・結婚支援

については、結婚支援コンシェルジュが市町村

や企業等を直接訪問し、婚活イベント開催を支

援しているほか、本県出身の著名人を「ひなた

の恋 応援アンバサダー」に起用して、機運醸

成を図る取組などを進めているところでありま

す。

また、共働き・共育てしやすい環境づくりと

して、男性の育児休業取得を促進する企業等に

対する奨励金の支給にも新たに取り組んでおり

ます。

深刻な状況にある少子化の進行に歯止めをか

けるためには、今後、このような機運醸成や環

境整備に加えて、結婚や子育ての不安感や負担

感を軽減することや、次の親世代となる若者の

県内定着をさらに促進する必要がありますの

で、全庁一丸となってこのプロジェクトを進め

てまいります。

今年度はマッチング支援や結○武田浩一議員

婚支援コンシェルジュによる婚活イベントの支

援、共働き・共育てしやすい環境づくり等、機

運醸成や環境整備に取り組むということで期待

しております。

こども家庭庁が本年７月にインターネットで
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実施した調査によりますと、40歳未満の既婚者

の４人に１人がマッチングアプリで結婚相手に

出会ったことが明らかになりました。また、未

婚者のうち「結婚したい」と答えた人は、「で

きるならしたい」と合わせて62.7％、未婚者が

感じる結婚へのハードルは、「出会いの場所・

機会がない」が29.3％だそうであります。

結婚願望のある方が思っていた以上に多いと

感じていますし、出会いの場所・機会がないと

いうことなので、子ども・若者プロジェクト施

策の方向性も間違っていないと感じました。今

後は安心して使えるマッチングアプリの研究を

早急に進めていただくよう要望いたします。

次に、少子高齢化が進展し、今後も人口減少

が見込まれる中にあって、男女が性別に関わり

なく、自らの意思に基づき、その個性と能力を

十分に発揮することにより、社会のあらゆる分

野に参画することが求められています。

しかしながら、我が国のジェンダーギャップ

指数は146か国中118位と、国際的に見て大きく

立ち後れた状況であります。

県では、第４次みやざき男女共同参画プラン

に基づき、男女共同参画社会の実現に向け、総

合的・計画的に推進していると認識しておりま

すが、本県の現状は、令和２年の国勢調査によ

ると、管理職に占める女性の割合は全国平均よ

りも低く、就業構造基本調査では非正規雇用が

約半数を占めているなど、女性の参画が進んで

いない状況にあります。

少子高齢化が進展、人口減少が進む中にあっ

て、女性の活躍は欠かせませんし、そういう環

境がないと、若い女性の県外流出も防げないと

考えます。

まずは、県をはじめ、市町村の管理職が男女

比50％を達成すべきだと考えますし、家庭や職

場だけではなく、地域全体として、男女が共に

支え合う社会が当たり前だという認識に立ち、

本県の男女共同参画社会を進めていくことが極

めて重要であると考えますが、男女共同参画社

会を推進するための課題と今後の取組につい

て、知事に伺います。

急速な少子高齢化や人○知事（河野俊嗣君）

口減少が進展する中で、個性と多様性が尊重さ

れる社会の実現に向けて、男女共同参画社会の

推進が極めて重要と考えております。

このため県では、男女共同参画プランを策定

し、全庁的な取組を進めるとともに、企業、関

係団体、行政で構成する「みやざき女性の活躍

推進会議」を設立し、女性の多様な働き方が実

現できる環境づくりを進めてきたところであり

ます。

今、ＮＨＫの朝ドラ「虎に翼」でも描かれて

おりますが、男女共同参画を目指す取組という

のは、本当に長年にわたり先人の大変な御苦労

の中でここまでに至っている。ただ、諸外国と

の比較の中では、今御指摘があったように、ま

だまだ先は遠いものということを考えておりま

す。

これまでの取組により、男女共同参画への一

定の理解が進み、男性の育児休業取得率が増加

するとともに、女性管理職の割合も徐々に増え

てきております。

しかしながら、依然として女性は男性に比べ

て非正規雇用の割合が高く、また、ジェンダー

による無意識の思い込みにより、女性の活躍が

十分に進んでいない分野があるなどの課題があ

るものと認識しております。

県としましては、引き続き市町村や民間企

業、関連機関と連携して、女性が働きやすい環

境づくりや地域における意識の醸成を図りなが
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ら、男女共同参画社会の実現に向けて積極的に

取り組んでまいります。

私は、女性が活躍できる男女○武田浩一議員

共同参画社会を推進していくことで、共働き・

共育ての環境づくり、少子化・人口減少対策に

もつながると考えます。先ほどの答弁にもあり

ましたように、若者や女性が生き生きと活躍

し、将来に夢や希望を描くことができる宮崎づ

くり、知事の全力に期待いたします。

次に、特定地域づくり事業協同組合制度につ

いて伺ってまいります。

本県は全国よりも速いペースで少子高齢化・

人口減少が進行しており、中山間地域において

人手不足の認識が強く、事業者は大きな課題意

識を持っています。地元の串間市でも、働き

手、担い手を確保するのに苦労しているとの声

をよくお聞きいたします。

例えば、農業や林業、宿泊業など１つの事業

所だけでは、閑散期があるため、年間を通して

仕事をつくることができません。そのため、一

定水準の給与を支払うことができず、雇用する

ことが難しいということであります。

この制度は、中山間地域などの過疎地域にお

いて、人手不足に悩む複数の事業者が組合を設

立し、組合で採用した職員を、複数の仕事に従

事していただくマルチワーカーとして事業所に

派遣する仕組みであります。

そこで、特定地域づくり事業協同組合の県内

の設立状況や県の支援策について、総合政策部

長にお伺いいたします。

特定地域づ○総合政策部長（重黒木 清君）

くり事業協同組合制度は、複数の仕事を組み合

わせることで、過疎地域などにおける人手不足

の解消や安定した雇用環境の創出を図るもので

あります。

県内では現在、４組合が設立されており、地

域の産業構造に応じて、農業や食料品製造業、

宿泊業などの事業者に、組合に雇用された職員

が派遣されております。

県では、この制度が、地域の担い手確保のほ

か、移住・定住を促進する有効な施策の一つと

考えておりますので、設立に向けた事業者等に

対する説明会の開催や市町村が実施する調査等

に対して補助を行っております。

現在、延岡市など複数の自治体で設立に向け

た検討が進められておりますので、引き続き市

町村と連携し、設立を推進してまいります。

全国的に人口減少、人手不足○武田浩一議員

の問題が顕在化している中、特に多くの中山間

地域を抱える本県では、特定地域づくり事業協

同組合の設立は喫緊の課題であると認識してお

ります。

この制度は、人手不足に悩んでいる過疎地域

において、とても有効な制度の一つだと思いま

すし、現在、全国では104の組合が認定され、本

県でも日南市などで設立されております。県と

して、この制度が地域の担い手確保、移住・定

住促進に有効であると考えているなら、まだ設

立が進んでいない本県の市町村に、県は積極的

に推進していただくよう要望いたします。

次に、地域運営組織についてであります。

こちらも特に人口減少・少子高齢化が進む

中、中山間地域においては、医療・介護、交

通、買物といった日常生活に必要なサービスや

集落機能の維持・確保が難しくなってきており

ます。

地域運営組織は、地域住民や自治会、ＰＴＡ

などが話し合いながら、集落機能の維持に取り

組む組織であります。私の住む串間市において

も、自治会単独で地域活動を行うには限界があ
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るため、例えば、北方地区の北方秋山郷の会で

は、高齢者の見守りを兼ねた買物代行などに取

り組んでおられます。

このような地域運営組織の活動は、今後ます

ます重要になると考えますが、地域運営組織の

取組状況と県の支援策について、総合政策部長

に伺います。

中山間地域○総合政策部長（重黒木 清君）

において、日常生活に必要なサービスや機能を

維持していくためには、地域で活動する多様な

団体が連携・協働して、地域課題の解決を図る

地域運営組織の役割が重要となります。

県内では、複数の組織が設立されており、串

間市のチーム本城では、高齢者の移動支援、ま

た、五ヶ瀬町のぎおんの里づくり協議会では、

高齢者の居場所づくりと買物支援などが行われ

ております。

県では、地域運営組織のさらなる設立を図る

ため、地域において住民参加のワークショップ

を開催しているほか、小林市、串間市、椎葉村

においては、外部専門家を派遣して話合いを進

めるなど、組織の形成を支援しております。

今後も引き続き、市町村と連携を図りなが

ら、地域運営組織の形成に取り組んでまいりま

す。

次に、宮崎県総合計画2023○武田浩一議員

は、長期ビジョンとアクションプランで構成さ

れております。長期ビジョンは、令和22年の本

県の将来像を描き、その実現に向けて解決すべ

き課題や今後の方向性など、これから進む道筋

を示しております。

その将来像の実現に向けて、令和５年度から

８年度の４年間に重点的・優先的に取り組む５

つのプログラムをアクションプランとして設定

していますが、総合計画アクションプランの進

捗状況と、これを踏まえた今後の取組につい

て、知事に伺います。

総合計画アクションプ○知事（河野俊嗣君）

ランの推進に当たりましては、進捗状況の把握

や施策への反映を目的としまして、毎年度、外

部有識者で構成されます県総合計画審議会にお

いて、目標の達成状況等について御審議いただ

いた上で、政策評価を実施しております。

令和５年度に係る取組につきましては、５つ

のプログラムのうち、「宮崎再生」「未来への

基盤づくり」「地域経済の活性化」に関する３

つで、コロナ禍からの社会経済活動の回復や交

通・物流網の整備など一定の成果が出ていると

して、Ａ、Ｂ、Ｃ、ＤのうちのＢと評価された

一方で、「人材育成」「社会減ゼロ」を目指す

残りの２つでは、合計特殊出生率・出生数の回

復や社会減の改善など一部成果が上がっていな

いと、全国と比較すると、例えば合計特殊出生

率についても、任意ではありますが、高く設定

している目標との兼ね合いではまだまだ成果を

出さなければいけない、そのような様々な観点

から、これらについてはＣ評価となっていると

ころであります。

これらの評価を重く受け止めながら、さらな

る産業の活性化を図るとともに、現在取り組ん

でおります日本一挑戦プロジェクトを着実に進

め、来年度に向けては、新たな視点による施策

の構築も図るなど、引き続き目標の達成に向け

てしっかり取組を進めてまいります。

宮崎県総合計画2023は本県に○武田浩一議員

おける行政運営の最上位計画ですので、目標達

成に向け、引き続き知事のリーダーシップを期

待いたします。

次に、本県の生成ＡＩの取組について伺って

まいります。
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先日、自民党会派で、８月19日から21日、東

京で研修を受けてまいりました。キャノンマー

ケティングジャパン株式会社、日本マイクロソ

フト株式会社にて、最新のオフィス・ショー

ルーム、働き方改革の取組等の説明を受け、視

察してまいりました。また、別途座学として３

名の講師の方に、「人口減少と東京一極集中に

ついて」「南海トラフ巨大地震に備える～孤立

する宮崎が生き残るために」「生成ＡＩの衝

撃！～人工知能時代をどう生きるか」と題して

御講演いただきました。とてもすばらしい内容

の研修でありました。

生成ＡＩ、チャットＧＰＴについて、日本科

学技術ジャーナリスト会議の会長、室山氏の講

演を拝聴し、最終日には日本マイクロソフト株

式会社にて、生成ＡＩ活用に意欲的に取り組ん

でいる日向市の事例等を学ぶ機会をいただき、

個人的には生成ＡＩの可能性について衝撃を受

けてまいりました。

そこで、県の生成ＡＩの取組状況と今後の展

開について、総合政策部長に伺います。

生成ＡＩに○総合政策部長（重黒木 清君）

つきましては、行政サービスの向上や業務の効

率化につながることが期待されることから、県

では昨年度、実証実験を行い、生成ＡＩの活用

方法や効果について確認したところ、文書の要

約や挨拶文の作成、事業構築に向けてのアイデ

ア創出などに一定の有効性が認められました。

今年度は、本格的に導入を図ることとしてお

り、効果的な使い方やリスクについて職員研修

を行った上で、業務への活用を進めておりま

す。

生成ＡＩは、技術開発のスピードが速いこと

から、その動向に注意しつつ、今後さらにどの

ような業務に活用が可能となるのか検討を行う

とともに、十分使いこなすための職員のスキル

向上を図ってまいります。

講師の室山氏によると、生成○武田浩一議員

ＡＩは大進化中であり、ＡＩ（人工知能）の民

主化が進む。ここで言う民主化とは、技術や知

識がなくてもＡＩ技術を簡単に作成・利用でき

るようにすることだそうであります。

チャットＧＰＴも、「半年から１年で世界は

変わる、チャットＧＰＴが起こす変革」と、東

京大学の松尾教授なども発言されております。

生成ＡＩは何でもできるスーパーアイテムで

ありますが、リスクももちろんあります。情報

漏えい、著作権侵害、フェイク情報の氾濫、犯

罪、サイバー攻撃の容易化、教育への影響、電

力問題、失業者の増加などが考えられます。人

間がどう使いこなしていくかが重要であると考

えます。

米国や中国をはじめ世界の中で、ＡＩに関し

て日本は遅れているようであります。私たちが

ＡＩをどう育てるか、正しいビッグデータを与

え、プロセスを可視化し、日本らしい生成ＡＩ

をつくることが、これからの日本が目指すＡＩ

の方向性だと感じてまいりました。

近い将来、生成ＡＩを本格運用していくと、

行政サービスの向上や効率化に、そして働き方

改革に必ずつながると確信しております。人口

減少・少子高齢化の救世主になるのではないで

しょうか。宮崎県庁からＩＣＴ社会の先頭を

走っていただくことを期待いたしております。

本年、河野知事は、九州地方知事会長に就任

されました。私は今までの一般質問や委員会等

で、「九州は一つ、県境を越えて九州全体で取

り組んでいかなければ、本県の未来はない」と

訴えてまいりました。

知事は、九州地方知事会や経済界と連携した
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九州地域戦略会議で、様々な取組を行ってこら

れたと認識しておりますが、私は、高速道路や

新幹線整備の交通インフラをはじめ、インバウ

ンドを含む観光誘客など、県境を越えて取り組

む課題はまだまだあると感じております。

視点を変えれば、県域をまたぐ課題を一つ一

つ解決することで、九州、本県はまだまだ進化

する余地があると考えます。

日本や九州が発展せずに、宮崎県だけが発展

していくことはありません。各県それぞれが地

域発展のため懸命に取り組んでいくことは重要

ですが、複数の県で協力して取り組むことで成

果が上がるものがあると考えます。

そこで、本年、九州地方知事会長に就任され

ました知事に、九州地方知事会等での活動とそ

の効果について、どのように考えているかお伺

いいたします。

九州地方知事会におき○知事（河野俊嗣君）

ましては、新幹線や高速道路などの広域交通イ

ンフラの整備をはじめ、少子化対策、災害対

応、産業振興など、九州・山口地域の課題等に

ついて各県知事と議論し、九州として国への要

望活動を行っているところであります。

また、特徴としては、経済界と連携した九州

地域戦略会議の取組も非常に活発でありまし

て、例えば観光面では、九州一体として連携し

て取り組んでいこうと九州観光機構を設立して

取り組んでおりますし、交通面では九州Ｍａａ

Ｓ、この規模でのＭａａＳを全国で初めて立ち

上げて、さらには観光面で、サイクルツーリズ

ムの普及を図るツール・ド・九州を実施してい

る。産業面では、今後10年で20兆円の経済波及

効果が見込まれるという半導体関連の集積、新

生シリコンアイランド九州の実現に向けて、産

学金官の議論など、九州の官民が一体となって

取り組んでいるところであります。

このように、１つの県だけでなく、九州が一

体的・広域的に連携して取り組むことで、国に

対し九州全体の声をより強く届けることがで

き、また、各県・経済界が持つそれぞれの強み

が融合することによりまして、大きな効果が生

まれるものと考えております。

今、九州はこうした半導体関連の集積もあり

ますし、食料供給機能でいうと全国の２割を占

める。さらには、アジアに隣接した地理的なア

ドバンテージ、様々な強みを有しているところ

でありまして、九州各県の知事や経済界と連携

しながら、九州が全国をリードするんだと、そ

ういう気概を持って取り組んでまいりたいと考

えておりますし、その効果が本県の発展につな

がるよう積極的に取り組んでまいります。

今、時代が超高速で変化して○武田浩一議員

おります。現状に法令等が後追いしており、追

いついていない状況であります。民間はもとよ

り、行政機関の意思決定などもスピード感が求

められております。

知事の答弁どおり、広域交通インフラの整

備、少子化対策、災害対応、産業振興などを議

論し、国に対し九州全体の声をより強く届ける

ことは大変重要だと思います。

今までの九州地方知事会でもそうしてこられ

たとは思いますが、今回、本県の河野知事が九

州地方知事会長になられたので、時代の変革期

になられた会長として、優秀なバランス感覚に

加え、強力なリーダーシップを発揮されること

を切望いたします。

次に、財政運営について伺ってまいります。

令和５年度の決算見込みが８月９日に発表さ

れましたが、概要について、総務部長に伺いま

す。
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一般会計の令和５○総務部長（吉村達也君）

年度決算見込みにつきましては、歳入総額が、

新型コロナ対策関連の国庫支出金等の減少によ

り、前年度比4.6％減の7,007億円余、歳出総額

が、新型コロナに係る入院病床確保支援事業な

ど補助費等の減少により、前年度比4.3％減

の6,771億円余となっております。

また、歳入から歳出を差し引いた額から翌年

度に繰り越すべき財源を控除した実質収支（決

算剰余金）は134億円余、臨時財政対策債を除い

た実質的な県債残高は、国スポ施設の整備等に

係る発行額の増加により、前年度比4.2％増

の5,399億円余となっております。

令和５年度の決算の特徴とし○武田浩一議員

て、決算額は、新型コロナ対策の減等により歳

入・歳出ともに減少、歳入は、国庫支出金の減

等により前年を下回り、歳出は、衛生費及び商

工費の減等により、こちらも前年を下回ってお

ります。

実質収支は約134億8,590万円の黒字となって

いるようでありますが、御承知のとおり、本県

財政は県税等の自主財源に乏しく、地方交付税

等に大きく依存する脆弱な財政構造であり、財

政健全化指針に基づき県債残高の抑制を図るな

ど、財政の健全化を維持していますが、今後の

本県の財政運営に問題はないのか、知事に伺い

ます。

本県では、財政健全化○知事（河野俊嗣君）

指針に基づきまして、歳入・歳出の両面から不

断の取組を進めております。令和５年度の決算

見込みにおきましても、財政関係２基金の残高

や財政指標を見ますと、財政の健全性は十分維

持されているところであります。

一方、総務部長の答弁にもありましたよう

に、実質的な県債残高は徐々に増加してきてお

りまして、金利も上昇局面に入ってきましたこ

とから、引き続き国土強靱化対策や公共施設の

老朽化対策等に計画的に取り組むために、交付

税措置のある有利な県債の活用や適切な償還期

間の設定によりまして、公債費の負担低減、平

準化を図ってまいります。

また、年々増加します社会保障関係費や、近

年の急激な賃上げ・物価高騰へ対応しつつ、日

本一挑戦プロジェクトをはじめ、本県の将来を

見据えた施策を積極的に展開していくこととし

ておりますので、自主財源の確保や歳出の効率

化・重点化に取り組むなど、長期的な財政見通

しも踏まえ、的確な財政運営に努めてまいりま

す。

自主財源の確保や歳出の効率○武田浩一議員

化・重点化に取り組み、長期的な財政見通しも

踏まえ、適切な財政運営に努められるというこ

とですが、年々増加する社会保障関係費に加

え、防災・減災、国土強靱化のための５か年加

速化対策、また2027年に開催が決定している国

民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に係

る経費、人件費増や物価高騰への対策等々、多

額の財政負担が見込まれます。このような中で

も、県民が希望を持てる社会の実現に向けた柔

軟な予算編成が求められます。

令和７年度当初予算において、知事の肝煎り

である３つの日本一挑戦プロジェクトの推進に

向け、どのように予算編成に取り組んでいかれ

るのか、知事に伺います。

３つの日本一挑戦プロ○知事（河野俊嗣君）

ジェクトの本格展開を図るため、30億円の基金

を設置した上で、通常の予算枠とは別に、３年

間で積極的な事業構築に取り組むこととしてお

ります。

今年度の当初予算では、男性の育児休業取得
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を推進する事業や再造林に対する補助のかさ上

げ、プロチームキャンプの受入れ環境強化な

ど、合計で56の事業、総額46億円を措置したと

ころであります。

現在、令和７年度当初予算の編成に向けて、

予算編成方針や重点施策の推進方針を検討中で

ありますが、プロジェクトをさらに加速させる

ため、現在実施しております事業の進捗状況や

成果を踏まえた、より効果的な事業の構築を関

係部局に指示しているところであります。

予算編成の過程で、私自身がその内容を十分

に見極めた上で、財源を措置していくこととし

ております。

これからは変化の激しい時代○武田浩一議員

が予想されます。知事には、宮崎再生を確実に

推進し、県民の暮らしや地域経済の早期回復を

図りながら、日本一挑戦プロジェクトを通じ

て、本県を新たなステージへと押し上げていた

だきたいと思います。

そのためにも、財政健全化に不断に取り組

み、健全な財政運営を行いながら、本県を取り

巻く諸課題にスピード感を持って的確に対応し

つつ、未来を見据えた施策を積極的に取り組ま

れることを期待いたします。

次に、防災・減災対策について伺ってまいり

ます。

８月８日に発生した日向灘を震源としたマグ

ニチュード7.1の地震、８月末の台風第10号、県

内を襲った突風、竜巻等、最近の自然災害を目

の当たりにして、どのように感じられたのか、

知事に伺います。

先月は、あれだけの大○知事（河野俊嗣君）

きな地震と台風に一月の間に２度も直面する

と、これまでにない災害に直面したわけであり

まして、改めて災害はいつどこで起きるか分か

らないという思いを強くするとともに、自然災

害の恐ろしさ、そして防災の備えの重要性を再

認識させられたところであります。被害に遭わ

れた方には心からお見舞いを申し上げるもので

あります。

また、知事として、災害から県民の生命や財

産を守り抜く責任の重さ、これも改めて実感し

たところであります。

私も災害現場を確認いたしましたが、度々崩

落する道路、それから斜面、そういったものに

よる生活への影響というものもありましたし、

今回は特に竜巻と見られる突風被害によりまし

て、大きな被害が発生し、住む場所を失った方

や事業継続が危ぶまれる方に直接お話を伺い、

その被害のすさまじさを目の当たりにしまし

て、心を痛めたところでございます。国や市町

村、関係機関と緊密に連携しながら、早期復旧

と被災された方々への支援に全力を挙げてまい

りたいと考えております。

今後、日向灘の震源域におけるプレートの

「割れ残り」による地震発生のリスクが指摘さ

れていることや、近年、自然災害が激甚化・頻

発化していることを踏まえ、引き続きハード・

ソフト両面において、さらなる災害対策に万全

を尽くしてまいります。

これまでに体験したことのな○武田浩一議員

い地震、過去最大級の台風に直面したことによ

り、今までどこか遠いイメージだったものが、

改めて自分事として、自然災害の恐ろしさや備

えの重要性を再確認させられたと思います。さ

らなる万全な対策をお願いいたします。

次に、南海トラフ巨大地震への対応として、

指定避難所における備蓄品や資機材を含めた環

境整備について、県はどのような取組をしてい

るのか、危機管理統括監にお伺いいたします。
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大規模災害○危機管理統括監（児玉憲明君）

時には長期の避難生活を強いられることから、

災害関連死を防ぐためにも、備蓄品や資機材な

ど、避難所の環境整備は大変重要であります。

備蓄については、現在、県立農業大学校敷地

内に、備蓄と広域物資輸送拠点の機能を兼ね備

えた災害支援物資拠点施設を整備しているほ

か、食料や毛布等の基本８品目をはじめとする

備蓄を行っており、市町村も同様に備蓄を行っ

ておりますが、財政負担が大きいことから、国

に対し財政支援を要望しております。

また、資機材の整備については、市町村へ補

助を行うとともに、県有施設の指定避難所につ

いては、スポットクーラーやエアーマット等を

整備したところであり、今後さらなる環境整備

の充実を図る方向で検討しております。

先ほども申しましたとおり、○武田浩一議員

日向灘沖の地震や台風第10号を受けて、県民の

災害に対する意識に変化があったと思います

が、地域の防災活動を担う自主防災組織の活性

化が重要だと考えます。

自主防災組織を機能させるために、県はどの

ような取組をしているのか、危機管理統括監に

伺います。

自主防災組○危機管理統括監（児玉憲明君）

織は、防災知識の普及や発災時の住民避難、避

難所運営など、共助の一翼を担う地域防災の要

として大変重要な役割を担っております。

昨年度、県が行った調査では、市町村が活動

を把握している1,286の自主防災組織のうち、継

続した防災活動を行っているのは648組織と、活

動が停滞している状況にあります。

このため県では、今年度、全ての市町村の担

当者と現状認識や課題について意見交換を行っ

たところです。

来月からは、県・市町村・防災士が一体と

なって、活動が停滞している自治会に出向き、

活動の重要性や課題について共有化を図り、避

難所運営訓練など活動のサポートを進めます。

今後とも、自主防災組織の活性化を支援して

まいります。

今回の地震、台風を体験し○武田浩一議員

て、まず住民避難、そして避難所運営の重要性

が再確認されました。住民避難、避難所運営に

おいて、自主防災組織の果たす役割も大変重要

だと考えます。しかし、答弁では、活動が停滞

している組織もあるようであります。県とし

て、自主防災組織の活性化支援をよろしくお願

いいたします。

次に、大規模災害時の要配慮者への対応策に

ついて伺ってまいります。

先月の本県を襲った地震時に、県庁では災害

対策本部が設置され、災害発生初期に医療・救

護活動を行う災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）

にも待機要請がかかったとお聞きいたしまし

た。幸い診療や入院対応に大きな影響があるよ

うな被害は確認されなかったようで、ＤＭＡＴ

の派遣はなかったということでありました。

幾つかの市町村で避難所が設置されました

が、一時的なもので、現在も開設されていると

ころはないようであります。

しかしながら、一たび南海トラフ巨大地震が

起きれば、長期の避難生活を余儀なくされる方

が大勢出ることが予想されます。本年１月の能

登半島地震から８か月以上経過しましたが、石

川県能登半島では、現在も避難所生活を送って

いる方がおられ、災害関連死も９月５日時点

で131名となっております。

発災直後の医療・救護活動はもちろん大事で

すが、その後の避難生活の中で、高齢者や障が
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い者などの要配慮者に対する、保健師や介護職

員などによる体や心のケアといった保健や福祉

分野の支援活動は、災害関連死を防ぐためにも

重要であるとされております。

石川県に全国から多くの保健師や介護職員な

どが派遣されましたが、南海トラフ巨大地震の

際には、本県にも他県から支援チームが派遣さ

れることが想定されております。そういった

方々を円滑に受け入れ、支援が必要な避難所な

どに派遣し、災害関連死を出さないようにしな

ければなりません。

そこで、大規模災害時の要配慮者等に対する

保健や医療、福祉の活動を円滑に行うため、県

としてどのような体制を整備しているのか、福

祉保健部長に伺います。

大規模災害○福祉保健部長（渡久山武志君）

時に災害関連死等につながらないように、要配

慮者への支援を的確に行うためには、県内の関

係団体との連携はもとより、県外から応援に来

られる保健師や介護職員等の支援チームを迅速

かつ効果的に避難所へ派遣する仕組みづくりが

重要となります。

このため県では、災害時に県の災害対策本部

が設置された場合には、防災庁舎に福祉保健部

長をトップとしまして、医師会や看護協会など

情報連絡員も参画いたします保健医療福祉調整

本部を設置し、また各地域の保健所には、保健

所長をトップとしまして、市町村等と連携し

て、現場で支援チームの派遣調整などを行いま

す地域調整本部を設置する体制を令和４年11月

に整えております。

８月の地震や台風の際に、保○武田浩一議員

健医療福祉調整本部を実際に設置してみて、新

たに見えてきた課題もあると思いますが、８月

の地震や台風への対応を踏まえた保健医療福祉

調整本部の課題と今後の取組について、福祉保

健部長に伺います。

８月の地震○福祉保健部長（渡久山武志君）

及び台風の際には、避難所等への支援チームの

派遣には至りませんでしたけれども、保健所の

被害状況把握システムへの入力や各支援チーム

など関係機関への連絡、地域調整本部の設置指

示など、調整本部の立ち上げから情報収集に至

る活動を行いまして、想定される一定の役割を

果たしたところであります。

一方で、その運営の中では、本部や地域調整

本部との情報共有を行う担当が不明確でありま

したり、施設の被害状況の把握が不十分である

などの課題が見えてまいりました。

引き続き、保健所や関係団体、市町村との定

期的な訓練や意見交換を行いながら、マニュア

ル等の見直しを進めまして、体制の充実・強化

を図ってまいります。

近い将来に発生が想定される○武田浩一議員

南海トラフ地震時には、大混乱の中で、県庁は

もとより、各種行政機関や住民等が力を合わせ

ることが肝要であります。被災者はもとより、

特に要配慮者にとって、保健医療福祉調整本部

の役割、リーダーシップは欠かせません。答弁

にもありましたように、定期的な訓練や意見交

換を行いながら、定期的にマニュアル等の見直

しも進め、体制の充実・強化を図っていただき

たいと思います。

次に、昨年の11月議会で、自民党の山口議員

から県内自治体の個別避難計画について質問が

あり、策定済みが県内対象者の11.2％、約１割

で、県は市町村の作業を支援しているとの答弁

でしたが、市町村の個別避難計画の策定状況と

課題、今後、県としてどのように対策を進めて

いくのか、危機管理統括監に伺います。
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県内の個別○危機管理統括監（児玉憲明君）

避難計画の策定状況は、７月１日現在、全部策

定済みが４市町村、一部策定済みが15市町村、

未策定が７町であります。

課題としては、福祉専門職や民生委員、近隣

住民など、多くの関係者が要支援者の個別の状

況に応じて連携する必要があることや、要支援

者ごとに支援者を設定するための調整に時間を

要することなどが挙げられます。

このため県では、今年度、未策定自治体を集

め、策定自治体から、支援者を決めるノウハウ

や、苦労した点から課題解決の方法を学ぶ研修

会を初めて開催するとともに、美郷町では、内

閣府の事業を活用し、県外の先進自治体担当者

から助言をもらうこととしております。

今後とも、市町村の計画策定を支援してまい

ります。

ただいまの答弁を聞きまし○武田浩一議員

て、要支援者の個別の状況に応じての連携や、

要支援者ごとに支援者を設定するなど、とても

ハードルの高い計画だと感じました。策定に携

わる自治体職員は大変だろうなと思いますし、

ノウハウもマンパワーも不足しているのだろう

と推察いたします。努力義務とはいえ、優先度

が高い方については、令和８年度までに策定し

なければならないようであります。市町村への

計画策定支援をよろしくお願いいたします。

次に、農業・林業行政について伺ってまいり

ます。

まずは、再造林の取組についてであります。

知事は、本県の強みを生かし、さらなる成長

につなげる、３つの日本一挑戦プロジェクトを

打ち出されました。このうちグリーン成長プロ

ジェクトでは、再造林率日本一への挑戦を核と

して、ゼロカーボン社会と地域資源を活用した

産業成長の実現を図るとしております。

本県では、再造林率日本一に向けた取組を今

年度から本格的に始めていますが、再造林を計

画的に進めていくためには、関係者の理解や再

造林への意識醸成が大変重要だと考えます。

再造林の意識醸成に向けた普及啓発の取組状

況について、環境森林部長に伺います。

再造林の推○環境森林部長（長倉佐知子君）

進は、森林資源の循環利用はもとより、森林の

持つ公益的機能の維持につながる重要な課題で

あり、林業関係者や県民が一丸となって取り組

むことが必要不可欠であります。

このため県では、関係者の役割や施策の方向

性を示した宮崎県再造林推進条例を制定し、７

月２日に公布・施行いたしました。

また、同日に開催した再造林推進決起大会で

は、林業関係者を中心に約500名が参加し、再造

林推進宣言を行うなど、機運醸成を図ったとこ

ろです。

今後、テレビＣＭや新聞広告など様々な媒体

を活用して、再造林の重要性や相談窓口となる

地域再造林推進ネットワークの周知を図ること

としており、再造林の意識醸成に向けた普及啓

発にしっかりと取り組んでまいります。

宮崎県再造林推進条例の制定○武田浩一議員

を契機として、普及啓発が進み、県全体で再造

林の機運醸成が図られることを期待しておりま

す。

次に、再造林を進めていく上で、機運醸成は

もちろんですが、森林所有者をサポートしてい

く体制が大変重要であります。

この対策として、県では再造林を進めるた

め、ネットワークづくりを行っていくというこ

とですが、地域再造林推進ネットワークの取組

状況について、環境森林部長に伺います。
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県では、森○環境森林部長（長倉佐知子君）

林組合や林業事業体、市町村等を構成員とし、

森林所有者からの再造林の相談対応や伐採箇所

の情報共有、伐採者と造林者の連携に向けた調

整などを担う地域再造林推進ネットワークを、

６月までに県内８地域に設立しました。

このネットワークは、プロジェクト成功の鍵

となる組織であることから、できるだけ多くの

事業体の加入を図る必要があると考えており、

現在、加入のメリットとして、植栽や下刈り等

の補助金のかさ上げに取り組んでいるほか、高

性能林業機械の導入支援の強化なども検討して

まいりたいと考えております。

今後、メリットを提示しながら会員の確保を

進め、ネットワークの体制強化を図ってまいり

ます。

ネットワークの充実を図り、○武田浩一議員

森林所有者に寄り添った活動を期待しておりま

す。

次に、林業が基幹産業の一つである本県に

とって、再造林を進める施策は大変重要だと思

います。しかし、今回のプロジェクトにより再

造林した箇所は、30年から50年後に収穫期を迎

えます。いざ収穫を迎えたときに、木材需要が

少なく、価格が低迷し、森林所有者に還元され

ない状態であってはなりません。

森林所有者が希望を持って山林を所有し続け

るためにも、木材政策は特に重要であり、再造

林を進めている今、将来の方向性をしっかりと

見据え、循環型林業の確立を目指す必要があり

ます。

そこで、森林所有者の経営意欲を高く保ち続

けるためには、木材需要の拡大や価格の安定が

重要ですが、本県の森林・林業・木材産業の将

来像をどのように描いているのか、知事に伺い

ます。

本県が誇る豊かな森林○知事（河野俊嗣君）

を健全な姿で次の世代に引き継いでいくために

は、「伐って、使って、植えて、育てる」、こ

うした森林資源の循環利用を推進していくこと

が大変重要であります。

このため、グリーン成長プロジェクトでは、

効率的に再造林を推進するための地域ネット

ワークの創設や多様な担い手の確保といった林

業者向けの支援だけでなく、県産材の需要拡大

等の出口対策も含め、森林・林業・木材産業を

包括する総合的な取組として、宮崎モデルの構

築を進めているところであります。

特に、県産材需要の拡大につきましては、木

造率の低い非住宅分野での需要開拓に取り組ん

でいるところでありますし、先日は、みやざき

木造マイスターを中心に、木の建築推進協議会

を立ち上げて、建築物の木質化・木造化を推進

していくこととしております。

また、木材利用技術センターにおける建築資

材の開発などに取り組むとともに、新たな需要

先として海外への販路開拓に積極的に取り組む

など、長期的かつ多角的な視点で取組を進めて

まいります。

今後とも、多様な関係者と対話を重ね、知恵

を出し合いながら、持続可能なみやざきの森林

・林業・木材産業の確立を目指してまいりま

す。

本県の森林・林業・木材産業○武田浩一議員

の未来が明るいものとなるよう、再造林率日本

一を目指していただきたいと思いますが、本県

だけではなくて、国全体として木材需要に対し

てどのように考えていくか、30年後、40年

後、50年後に本当に木材が必要とされているの

か、そこも大変重要だと思っております。
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世界の状況にはなかなか口出しすることはで

きませんが、国内の面に関しては、知事からも

しっかりと国のほうに要望していただけること

を期待いたします。

次に、農政についてであります。

本県の農作物の鳥獣被害は、依然として中山

間地域を中心に被害が出ており、東臼杵地域で

猿による果樹等の被害が増えているとお聞きし

ております。東臼杵地域の猿による果樹等の被

害額は、令和３年度約227万円、令和４年度

約253万円、令和５年度約312万円と、年々増加

傾向にあるようです。

そこで、本県における農作物の鳥獣被害の状

況と取組について、農政水産部長に伺います。

農作物の鳥獣○農政水産部長（殿所大明君）

による被害額は、平成24年度の約10億円をピー

クに減少傾向にあるものの、近年は３億円程度

で下げ止まっている状況であります。

鳥獣被害対策は、鳥獣を近づけない環境づく

り、侵入防止、捕獲の３つの対策を地域ぐるみ

で行うことが重要です。

このため県では、重点現地支援地区として県

内７か所でモデル集落を育成するとともに、侵

入防止柵の整備など、地域の取組を後押しして

おります。特に、追い払いや捕獲が難しい猿に

よる被害の状況を踏まえ、国に銃使用の制限見

直しや被害対策への支援強化を要望したところ

であります。

近年では、被害額が３億円程○武田浩一議員

度で下げ止まっているようでありますが、農家

生産意欲が減退しますし、被害内容も変化して

いるようであります。引き続き対策を講じてい

ただくよう要望いたします。

また、私は過去に、ジビエカーを利用して、

鮮度と履歴のしっかりとしたジビエを新しい宮

崎ブランドとして、県内の道の駅等での販売

や、ジビエ料理を提供しているレストラン等に

売り込んではどうかと質問してまいりました。

本年度、より山の中に入りやすく改良された

新型ジビエカーが西米良地域で実証実験に入る

ということであります。今後の成果に期待いた

しております。

次に、本県の農畜水産物の輸出実績を見ます

と、2023年実績全体で114億6,300万円の３％

増、12年連続で最高更新しております。宮崎牛

を中心に畜産物が88億7,500万円、水産物が15

億4,200万円、その中で、農産物は前年度比３％

増の10億4,600万円となりました。10億円の内訳

は、お茶が４億5,000万円の13％増、サツマイモ

が３億円の0.7％増でありました。

本県の農産物輸出を牽引している、また日本

一の芋焼酎の原料であるカンショの生産が、こ

の６～７年、サツマイモ基腐病で低迷しており

ます。食用カンショの産地である串間市大束地

区の農家の方は、日々頑張っておられます。

そこで、毎回質問しておりますが、サツマイ

モ基腐病の今年度の発生状況と対策について、

農政水産部長に伺います。

サツマイモ基○農政水産部長（殿所大明君）

腐病の発生状況につきましては、各地域での現

地確認によりますと、８月末時点では、比較的

発生の少なかった令和５年度と同程度となって

おります。

県としましては、農場に持ち込まない、増や

さない、残さないを基本に、健全な苗の確保や

適切な時期での防除、収穫後のつるなどの持ち

出しといった対策の周知を徹底するとともに、

抵抗性のある品種の導入を進めております。

また、国に対して、防除技術の確立や産地が

取り組む対策への支援継続などについて、５月
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に要望を行ったところであり、今後とも、関係

団体と一体となって、総合的に対策を進めてま

いります。

サツマイモ基腐病は水が媒介○武田浩一議員

して感染するため、先月の台風第10号の影響に

より、感染拡大が心配されますし、また他の病

気も散見されているようであります。

先日も大束のかんしょ部会長の川崎さんと話

をする機会がありました。「国・県・市の対応

や補助金事業には感謝している。自分たちも一

生懸命頑張る」とのお言葉でした。

農家の方々は、今までの作業に加え、防除対

策に追われております。国に対して、産地が取

り組む対策への支援継続を求めていただくよ

う、今後ともよろしくお願いいたします。

次に、地域計画の策定状況について伺ってま

いります。

今後、高齢化や人口減少の本格化により、農

業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地

が適切に利用されなくなることが懸念されま

す。懸念払拭には、農地の集約化等の取組を加

速化させ、担い手をはじめとする農業者が農地

を利用しやすくすることだと思います。

現在、令和５年４月に施行された農業経営基

盤強化促進法改正法に基づき、地域計画の策定

が全国で進められているところですが、県内に

おいても、市町村が主体となり、将来の地域の

農地を誰が利用し、どうまとめていくのか、地

域農業をどのように維持・発展させていくの

か、今年度中の策定に向け、地域での話合いが

精力的に行われているようであります。

幅広い関係者が参加され、これまで受け継が

れてきた農地を次代に継承するため、非常に重

要な取組だと認識しております。

10年先の理想の将来像を描くことは、難しい

場合もあると思いますが、まずは計画をつく

り、毎年ブラッシュアップしていくことが重要

であると考えます。

策定期間も残り半年余りとなりましたが、県

内における地域計画の策定状況と今後の推進に

ついて、農政水産部長に伺います。

地域計画につ○農政水産部長（殿所大明君）

きましては、市町村が令和７年３月までに策定

することとされており、現在、県内787地区で策

定が進められております。

計画の策定につきましては、地域での話合

い、地域計画案の作成、地域計画の公告という

手順を踏まえ、完了となります。

現在の進捗状況は、全体の約７割に当たる531

地区で地域での話合いが行われ、このうち地域

計画案の作成に至ったのが228地区、策定が完了

したのが11地区となっております。

県ではこれまで、策定支援チームを設置し、

話合いの場へ参加するなど、積極的に市町村を

支援しておりますが、今後とも、農業委員会や

農地バンクなどの関係機関と連携しながら、着

実に計画が策定されるよう、しっかり取り組ん

でまいります。

地域計画策定の状況をお聞き○武田浩一議員

しました。進捗状況は全体の約７割という答弁

ですが、策定完了しているのは787地区中11地区

とのことです。大変厳しい状況であると言わざ

るを得ませんが、本県農業の将来を担う地域計

画ですので、何とか策定を完了されることを期

待いたします。

次に、地域計画策定の協議の場では、各集落

の担い手や地権者などから、地域が抱える様々

な課題について発言があり、農業者の減少が止

まらない中、小さな農地が分散した状況では、

担い手への農地集積や経営規模拡大が進まず、
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農業インフラの維持管理も高齢の農家には難し

い状況であります。

このように農家が減少する中、農業の持続的

発展を図るためには、基盤整備を行い、地域課

題に対応していくことが重要であります。

そこで、地域計画の協議を踏まえた農地の基

盤整備について、県はどのように取り組んでい

くのか、農政水産部長に伺います。

地域計画を策○農政水産部長（殿所大明君）

定する中で、農地の区画拡大や水路の老朽化・

維持管理など、農家減少に伴う生産基盤に関す

る様々な課題が挙げられております。

国では、先般改正された食料・農業・農村基

本法を踏まえて、今後、農業用インフラの保全

管理等を進めるため、土地改良法改正に向けて

も議論を進めると伺っております。

県としましては、各地域計画で明らかとなっ

た課題に対応するため、地域の声をしっかりと

国へ届けるとともに、農地の区画拡大や施設の

長寿命化、水管理の省力化等に取り組みなが

ら、地域共同で行う維持管理体制づくりを進め

るなど、農業者が安心して営農を継続できるよ

う、市町村や関係機関と連携して取り組んでま

いります。

地域計画を策定し、農地の基○武田浩一議員

盤整備に取り組んでいかなければ、本県農業の

将来はありません。また、日本の食料安全保障

の確立もできないということであります。先般

改正された食料・農業・農村基本法を踏まえ、

農業用インフラの保全管理等を進め、土地改良

法改正に向けて、本県農業の声をしっかりと届

け、議論していただくよう要望いたします。

次に、商工労働行政について伺ってまいりま

す。

本県の最低賃金は、2024年10月５日から時間

額952円に改定されます。55円引上げで、過去最

高の上げ幅です。人口流出の要因の一つとし

て、都会との賃金格差が取り上げられますし、

食料品や日用品をはじめ、物価高騰が県民の生

活を圧迫している状況等を考えると、賃上げは

必要であります。

一方で、県内の中小企業・小規模事業者の経

営状況を考えますと、悩ましいものがありま

す。

そこで、本県における最低賃金の改定に伴う

賃上げの現状とその影響について、商工観光労

働部長に伺います。

本県にお○商工観光労働部長（川北正文君）

ける令和６年度最低賃金は、景気動向や消費者

物価指数等を踏まえた宮崎地方最低賃金審議会

の答申に基づき、宮崎労働局において過去最大

の55円の引上げが決定され、952円となります。

最低賃金は、地域間格差の是正や若者をはじ

めとした人材の確保・流出防止などを背景に、

令和３年度以降、20円を超える引上げが続いて

おります。

最低賃金の引上げは、労働者にとっては、物

価高騰の中、所得の拡大など生活の向上が図ら

れる一方、原材料費の高騰など、厳しい経営環

境にある中小企業・小規模事業者にとっては、

事業の継続や雇用の確保・維持への影響も懸念

されるところです。

それでは、関連して、大企業○武田浩一議員

に比べ厳しい経営環境にある県内中小企業・小

規模事業者の賃上げに向けた県の取組につい

て、知事に伺います。

経済の好循環を実現す○知事（河野俊嗣君）

るためには、物価上昇に見合った継続的な賃上

げが必要でありますが、原材料価格の高騰など

によりまして、厳しい経営環境にある中小企業

- 30 -



令和６年９月11日(水)

・小規模事業者では、その原資の確保が大きな

課題となっており、私も多くの事業者の皆様か

ら切実な声を伺っております。

このため県では、県内企業の稼ぐ力の強化を

目的としまして、生産性向上のための設備投資

や販路開拓、新事業展開に対する支援をはじ

め、国や経済団体等と締結しました「価格転嫁

の円滑化に関する協定」に基づき、発注者の立

場から取引条件の適正化などを宣言する「パー

トナーシップ構築宣言」の促進にも取り組んで

おります。

本県経済の活性化を図るためには、県内にお

いて、そのほとんどを占める中小企業・小規模

事業者の事業継続・拡大が不可欠でありますの

で、引き続き事業者の皆様に寄り添い、意見交

換等を通じて、実情をしっかりと把握しなが

ら、持続可能な賃上げにつながるよう支援に努

めてまいります。

今回の最低賃金改定で、本県○武田浩一議員

では過去最高の上げ幅ですが、都市部も同じよ

うに上がっておりますので、賃金格差の解消に

はつながっておりません。

また、中小企業・小規模事業者も賃金を上げ

たいのはやまやまですが、厳しい地域経済環境

・経営状況では、賃上げどころか、人手不足も

相まって事業継続の危機でもあります。

県内企業の稼ぐ力の強化を目指すという知事

の答弁をしっかりと具現化していただき、本県

経済の活性化と中小企業・小規模事業者の事業

継続につながるよう期待いたします。

次に、コロナ禍からの経済再生がなければ、

本県経済の活性化もままなりません。コロナ禍

に受けた、いわゆるゼロゼロ融資の返済が始

まっておりますが、ゼロゼロ融資の融資状況及

び返済状況について、また、コロナ対応借換型

融資の現状について、商工観光労働部長に伺い

ます。

県では、○商工観光労働部長（川北正文君）

令和２年３月から、新型コロナ感染症の影響を

受けた中小企業者へ、いわゆるゼロゼロ融資に

よる資金繰り支援を行い、その融資総額は１

万2,711件約1,811億円でありました。

今年７月末時点での融資残高は8,534件約768

億円であり、融資総額に対する残高割合は、金

額ベースで約42％となっております。

また、ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のため

のコロナ対応借換型融資として、今年７月末時

点で1,721件約394億円の融資を行っておりま

す。

コロナ対応借換型融資については、多くの中

小企業者に利用いただいており、ゼロゼロ融資

等の返済負担軽減に一定程度対応できたものと

受け止めております。

部長の答弁では、金額ベース○武田浩一議員

で1 , 8 1 1億円の融資額が融資残高で7 6 8億

円、1,043億円の返済が終わり、金額ベースで残

り約42％と、一見すると地域経済が回復し、返

済が進んでいるように感じますが、一方で、コ

ロナ対応借換型融資として、新たに394億円の融

資をしておりますので、融資残高768億円に７月

までの借換型融資394億円をプラスすると、ある

意味、融資残高は1,162億円、残高割合は答弁に

よる約42％から実質約64％となります。

まだまだ地域の経済状況がコロナ禍前に戻っ

ておらず、経営状況も厳しい中、返済に苦しん

でいるのではと推察できますし、そういった声

も実際に聞こえてまいります。引き続き、県内

の経済状況に目を光らせ、ゼロゼロ融資等の返

済軽減に努めていただくよう要望いたします。

コロナ禍において、ゼロゼロ融資等の施策が
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地元の中小企業・小規模事業者のコロナ倒産を

抑制してきたことは事実ですが、地域経済がコ

ロナ禍前に戻り切っていない現状を踏まえる

と、地元を支えてきた中小企業への倒産防止対

策が必要だと考えますが、倒産防止に向けた対

応について、商工観光労働部長に伺います。

中小企業○商工観光労働部長（川北正文君）

者の倒産について、コロナ禍においては、ゼロ

ゼロ融資等の支援により倒産件数が抑えられて

きましたが、令和５年度以降は増加傾向にあり

ます。

事業者の倒産を防止するためには、本質的な

経営改善の取組を支援していくことが重要であ

るため、商工団体や金融機関等と構成する中小

企業支援ネットワークにおいて、複数の外部専

門家を活用した伴走支援体制を強化するととも

に、支援を行う側である商工団体等のスキル

アップのための研修会を開催しております。

また、事業者の早期経営改善に向けた取組を

後押しするため、事業者が専門家の支援を受け

て経営改善計画等を策定する費用の補助を行っ

ております。

今後も関係支援機関と連携し、倒産防止に向

けた取組を進めてまいります。

県内の商工団体や金融機関等○武田浩一議員

のスキルアップは当然必要でありますが、支援

を必要としている各事業所にしっかりと認識さ

れ、活用されることが倒産防止につながると思

います。地域経済を支えてきた県内の中小企業

・小規模事業者に寄り添った取組になるよう期

待いたします。

次に、県土強靱化について伺ってまいりま

す。

まずは、令和４年の台風第14号災害からの復

旧状況について、環境森林部長、農政水産部

長、県土整備部長に伺います。

環境森林部○環境森林部長（長倉佐知子君）

では、林道施設災害と山地災害を合わせて、478

件約82億円の災害復旧事業に取り組んでおり、

その内訳は、主に市町村が事業主体となる林道

施設の災害復旧が436件の約53億円、県が事業主

体となり、山地災害の復旧を図る治山事業が42

件の約29億円であります。

復旧状況につきましては、今年７月末時点で

復旧が完了した件数は291件で全体の61％となっ

ており、施工中の件数は113件で24％、未着手の

件数は74件で15％となっております。

今後も市町村等と連携しながら、早期復旧に

取り組んでまいります。

農政水産部関○農政水産部長（殿所大明君）

連では、農地や農業用施設の被害が発生したと

ころであり、市町村が事業主体となって、県全

体で954件約37億円の災害復旧事業に取り組んで

おります。

復旧状況につきましては、今年７月末時点で

復旧が完了した箇所は495件で全体の52％となっ

ており、施工中の箇所は261件で27％、未着工の

箇所は198件で21％となっております。

今後とも、市町村を支援し早期復旧に努め、

農業者が安心して営農できるよう取り組んでま

いります。

道路や河川な○県土整備部長（桑畑正仁君）

どの公共土木施設の被害状況は、県、市町村を

合わせて1,388件の約347億円となっており、そ

の内訳は、県が451件の約187億円、市町村が937

件の約160億円であります。

復旧の状況につきましては、今年７月末時点

で復旧が完了した箇所は793件で全体の57％と

なっており、施工中の箇所は388件で28％、未着

手の箇所は207件で15％となっております。
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今後とも、市町村とともに公共土木施設の早

期復旧に努めてまいります。

ただいまの答弁によります○武田浩一議員

と、環境森林部では、施工中が24％、未着手15

％、農政水産部関連では、施工中が27％、未着

工が21％、県土整備部所管では、施工中28％、

未着手15％であります。

県民の皆様から、いつ終わるのか、また、い

つになったら始まるのかという声をよくお聞き

いたします。本年もまだまだ台風や豪雨等の災

害が心配されますので、一日も早く市町村と連

携し、支援しながら早期復旧に努めていただく

よう要望いたします。

令和４年度の災害復旧事業も完了しておりま

せんが、本県の道路などのインフラ整備はまだ

まだ遅れております。公共事業に係る予算の確

保は重要であります。

そこで、令和６年度補正予算と令和７年度当

初予算（公共事業関連）の確保に向け、どのよ

うに取り組んでいくのか、県土整備部長に伺い

ます。

本県は、台風○県土整備部長（桑畑正仁君）

等の災害リスクが高く、道路などのインフラ整

備が遅れていることから、県民の安全・安心な

暮らしや社会経済活動を支える社会資本の整備

を着実に進めていく必要があります。

このため、知事を先頭に、あらゆる機会を通

じて国に対し、これまでの取組の効果や、さら

なるインフラ整備の必要性を訴えるなど、公共

事業に係る予算の確保を要望しているところで

す。特に例年、補正予算で措置されている国土

強靱化対策については、本県への継続的かつ十

分な予算配分を強く求めております。

今後とも、県議会の皆様をはじめ、市町村や

関係団体とともに連携しながら、必要な予算の

確保に向けて全力で取り組んでまいります。

県土の強靱化を継続的・安定○武田浩一議員

的に推進していくためには、国土強靱化実施中

期計画の早期策定と予算の確保が重要であると

考えますが、知事の思いをお伺いいたします。

今回の日向灘での地震○知事（河野俊嗣君）

や台風第10号の被災地を訪問した際、道路の崩

壊や土砂災害などを目の当たりにし、県土の強

靱化を継続的・安定的に推進する必要性を改め

て強く感じたところであります。

災害リスクの高い本県にとりましては、現

在、防災・減災、国土強靱化ということで、３

か年、５か年の対策が進んでおりますが、それ

に続く国土強靱化実施中期計画が国において早

期に策定され、５か年加速化対策後も切れ目な

く強靱化の取組を推進していくことが大変重要

と考えております。

県では、県議会の力強い後押しもいただきま

して、実施中期計画の年内の早期策定を求めて

きたところでありまして、７月には改めて、総

理大臣や財務大臣、国土交通大臣に直接要望い

たしました。

また先日、首相官邸に台風第10号の災害関係

要望に伺いましたときも、この防災・減災、国

土強靱化の対策による減災効果というのはとて

も大きいと、引き続きその財源をしっかりと確

保していただきたいということを、岸田首相に

対して直接要望したところであります。

このような中、今週月曜日に国土強靱化推進

会議が開催され、実施中期計画の策定に向けて

議論がスタートいたしまして、その中で、閣議

決定に至るまでの道筋が初めて示されたところ

であります。

今後とも、私の立場というものを最大限に生

かしながら、実施中期計画の早期策定と必要な
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予算確保を国に訴え、高まる災害リスクから県

民の命と暮らしを守るため、県土強靱化に全力

で取り組んでまいります。

例年、補正予算で措置される○武田浩一議員

国土強靱化対策をはじめ、公共事業に係る予算

の確保は、本県の社会資本整備に重要でありま

す。国に対し、国土強靱化実施中期計画の早期

策定と予算の確保を求めていただきますよう要

望いたします。

南海トラフ巨大地震への警戒が高まる中、県

外からの災害派遣・応援を考えるとき、東九州

自動車道「日南－串間－志布志」間と、九州中

央自動車道の一日も早い開通が重要であると考

えますが、知事の意気込みをお伺いいたしま

す。

８月の日向灘での地震○知事（河野俊嗣君）

では、初めて「南海トラフ地震臨時情報」が発

表される中、人命救助や救援物資輸送の要とな

る高速道路ネットワークの早期整備が喫緊の課

題であると改めて認識しております。

今年４月、東九州自動車道の南郷－奈留間が

新規事業化されるとともに、九州中央自動車道

では平底－蔵田間の計画段階評価に着手される

など、それぞれ全線開通に向けて大きく前進し

たところでありますが、依然としてミッシング

リンクが残されており、いまだ道半ばであると

考えております。

このため、それぞれ東九州道、中央道の要望

活動に取り組むとともに、７月には、全国高速

道路建設協議会の会長という立場で、高速道路

の早期整備を岸田首相や鈴木財務大臣に要望し

たところであります。

また、10月には、東九州自動車道の整備促進

に向けた大会を東京で開催し、国会議員などへ

沿線住民の熱い思いを訴えることとしておりま

す。

今は、防災、命の道の観点からの議論でござ

いますが、さらにこれに加えて観光面ですね。

冒頭議員がおっしゃいました火まつり、昨年、

私も参加させていただきましたが、これもオン

リーワンの本当に魅力的なお祭りであると考え

ております。昨年は１時間近くかかりました

が、今年は30分程度で火がついたということで

ございます。

また、この高速道路が全線開通した暁には、

都井岬も含めて、こういうオンリーワンの資源

がますます生きてくる。そのような経済、観光

面での効果というのは極めて大きいものと考え

ております。

今後とも私が先頭に立って、県議会や沿線地

域の皆様などと一体となって、南海トラフ地震

発生の際に命の道となる東九州自動車道や九州

中央自動車道の一日も早い全線開通に向けて、

全力で取り組んでまいります。

冒頭でも申しましたように、○武田浩一議員

自民党会派の東京研修会にて、「南海トラフ巨

大地震に備える～孤立する宮崎が生き残るため

に」と題して、兵庫県立大学の木村教授に御講

演いただきました。

その中で、「今や災害は頻繁に発生するリス

クだからこそ、個人・組織・社会も変わらなけ

ればならない。21世紀前半は地震・異常気象な

どの大災害時代になる。これからを生きる人々

にとって、災害はめったに起きないものではな

く、頻繁に発生し、その都度命を脅かすものと

いう認識を持つべきである」という講演であり

ました。

今後、南海トラフ地震が想定される中、知事

の答弁にもありましたように、人命救助や救援

物資輸送の要となる高速道路ネットワークの早
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期整備は喫緊の課題であります。道を考える女

性の会をはじめ、これまで多くの関係者の御努

力により、ここまで参りましたが、これからが

勝負であります。一日も早い全線開通を県民一

丸で頑張ってまいりましょう。

次に、県立病院の運営について伺ってまいり

ます。

新型コロナ５類移行後の患者数の回復の遅れ

や、急激なエネルギー価格及び物価高騰による

厳しい経営状況下にありますが、県立病院が今

後も高度で良質な医療を安定的かつ継続的に提

供できるよう、今年度当初予算において、繰出

金の増額に加え、50億円の貸付金が計上されま

した。

県議会では、当初予算案の審議において、私

も当時在籍しておりました厚生常任委員会に、

知事及び副知事に出席していただき、知事に対

し、県立病院の設置者及び予算編成の責任者と

して、病院経営のチェック体制のさらなる強化

を求めたところ、定期的に経営改善に向けた取

組状況等を点検するため、日隈副知事をトップ

に、総務部長や関係課長等をメンバーとする県

立病院事業点検プロジェクトチームが設置され

ました。

６月末には第１回目の病院プロジェクトチー

ム会議が開催されたとのことですが、県立病院

事業の経営状況や経営改善に向けた取組につい

て、現在どのように認識しているのか、プロ

ジェクトチームのトップである日隈副知事にお

伺いいたします。

第１回目のプロジェ○副知事（日隈俊郎君）

クトチーム会議において、病院局に対し、令和

５年度決算や今年度の経営指標の推移、病院ご

との経営改善の取組等について確認を行った上

で、プロジェクトチームとしての評価報告の取

りまとめを行ったところであります。

県立病院事業全体として、経営改善の意識は

これまで以上に高まっており、経費節減など一

定の効果が見られることについては評価してお

りますが、計画どおり経営改善を進めるために

は、各病院ごとに課題等が見受けられます。

このため、私自身が各病院を訪問いたしまし

て、各病院長と個別に面談を行い、各病院ごと

の課題を協議するとともに、自ら先頭に立っ

て、経営改善に向けた取組を意欲を持って着実

に実施していくよう要請も行いました。

この報告資料については、関係委員会に提出

いたしますが、今後とも、県立病院が地域の中

核病院として、高度で良質な医療を安定的・継

続的に提供できるよう、プロジェクトチームと

して、しっかりと経営改善の取組を検証し、必

要な助言等を行ってまいります。

先般の発表によりますと、令○武田浩一議員

和５年度の決算は42億8,000万円余の赤字で、旧

宮崎病院解体に伴う19億6,000万円余の特別損失

を計上したとはいえ、赤字額は過去最大の見込

みであり、県立病院事業全体で償却前赤字を計

上しております。

私自身、８月２日に日南病院に伺った際、以

前に比べ患者数が減っている印象を受けまし

た。また、危機感を感じたところであり、経営

改善が急務であると考えます。

そこで、経営改善に向けて、病院局は今後ど

のような取組を行っていくのか、病院局長に伺

います。

経営改善のために○

は、収益確保と費用節減により収支を確保する

必要があるとともに、職員が地域医療を支える

使命感と経営参画意識を持ち、一丸となって取

り組むことが大切です。
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このため、収益確保に向け、救急患者受入れ

や地域医療機関との連携強化等により、患者増

加を図ります。

また、費用節減に向け、下半期は主に、延岡

病院に続き、宮崎・日南病院に原価計算システ

ムを導入し、経営分析を強化するほか、日南病

院では、52床の病床削減を12月１日付で実施い

たします。

さらに、経営会議等を通じて、各職員が県立

病院の使命や経営状況、一人一人の取組の重要

性などの認識を深め、病院局全体で医療の質を

確保しつつ、経営改善を着実に進めてまいりま

す。

病院にかかる人、入院患者が○武田浩一議員

増えていくのがいいことかどうかはまた別とい

たしまして、県立病院はこれまで、救急医療や

小児医療、周産期医療など、医療資源や経営面

での負担の大きい不採算・政策医療を担ってお

り、新型コロナへの対応においても、重症患者

の受入れなど重要な役割を果たしてまいりまし

た。引き続きその役割をしっかりと果たしてい

くためには、経営の健全性を確保することが大

前提となり、日隈副知事をトップとするプロ

ジェクトチームの役割は大変重要であると考え

ます。

また、医療の質を確保しながら経営改善を進

めるには、医師をはじめ、看護師、薬剤師等、

職員全員が地域医療を守るのは私たちだという

使命感を持って医療に従事していただくことを

切にお願いいたします。

次に、教育行政について伺ってまいります。

本県は、日本一生み育てやすい県を目指し、

出会い・結婚支援の強化や、第１子のみならず

第２子以降の希望を後押しする施策に加え、

様々な環境にある子供を支える教育環境の整備

等を掲げられておりますが、ハード・ソフト両

面からの充実が重要であると考えます。

先日、有志で活動している「県立高校存続の

会」で、国富町の県立本庄高校に伺い、研修し

てまいりました。

これまでも高千穂高校、門川高校、飯野高

校、福島高校などで研修させていただきました

が、ハード面、特に校舎等の施設の老朽化が大

変気になっております。保護者からも御意見を

伺います。

そこで、県立学校の施設老朽化の現状と対策

について、教育長に伺います

県立学校の施設に○教育長（黒木淳一郎君）

つきましては、昭和30年代後半から昭和50年代

にそのほとんどを建設しておりまして、令和６

年４月の時点で約81％が30年以上経過し、建物

の老朽化とその対策は重要な課題となっており

ます。

このため、県立学校の施設・設備について、

その性能を維持し、安全・安心な教育環境を確

保するため、校舎等の外壁や屋根防水の改修及

び電気などの設備機器の更新等の老朽化対策を

計画的に実施しております。

また、学校や生徒等のニーズに応じて、トイ

レの洋式化や特別教室へのエアコン設置等も順

次進めているところであります。

今後とも、児童生徒にとって安全・安心で魅

力ある教育環境の整備がなされるよう、引き続

き努めてまいります。

県立学校の施設は、令和６年○武田浩一議員

４月の時点で81％が30年以上経過し、建物の老

朽化対策は重要な課題であるとのことでありま

す。趣旨確認の中で、本来の耐用年数は60年と

のことでありました。60年を経過している建物

も改修等の老朽化対策をして、あと20年ほど使
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用していきたいようであります。

私は、過去の一般質問の中で、県立日南高校

の入学説明会に行った女子中学生が、母親に

「こんなトイレの学校には入学したくない」と

の話をしました。トイレの洋式化やエアコン設

置等を順次進められているようですが、せめて

現在の各家庭程度の設備は普通にあってしかる

べきだと思います。

県立高校の定員割れ、受検者の減少が課題で

ある中、子供たちが行きたい、選ばれる学校に

なってほしいと思います。全て新校舎に建て替

えろとは言いませんが、せめて本来の耐用年数

を過ぎた建物に関しては、計画的に建て替えも

検討してはと考えます。

知事、私の母校である県立福島高校を例に取

りますと、当時も年季の入った校舎だったので

すが、その頃から40数年たった現在も、全ての

校舎が当時のままであります。

国は、高校教育は義務教育ではないというス

タンスかもしれませんが、岸田総理が異次元の

少子化対策を打ち出された今、老朽化対策の費

用負担については、国へ要望を行うべきである

と考えますが、知事のお考えを伺います。

県立学校施設の老朽化○知事（河野俊嗣君）

対策のうち、高等学校については、国の補助制

度の対象外となっております。

しかしながら、御指摘のとおり、施設の老朽

化対策については、長期にわたり財政支出を伴

うなどの課題がありますことから、全国知事会

において、本年８月に文部科学大臣へ補助金化

も含めた地方財政措置の充実等を図るよう要望

しているところであります。また、それ以外

に、全国都道府県教育長協議会や全国施設主管

課長協議会等においても、同じ趣旨の要望活動

を行っているところであります。

先日の地震や台風でも改めて痛感したところ

でありますが、安全な環境の中で安心して教育

を受けることができるよう、学校施設等の整備

・充実を図ることは大変重要であると考えてお

ります。今後とも、あらゆる機会を捉え、国に

対して要望を続けてまいります。

知事の答弁で、全国知事会に○武田浩一議員

おいて、補助金化も含めた地方財政措置の充実

の要望をされているようであります。よい結果

が報告いただけるよう期待いたしております。

本県の若者は、大学、専門学校、就職と、ほ

とんど県外に出ていく現状であります。人生80

年と言われる現代でありますが、子供と一緒に

生活できる期間は限られております。せめて18

歳までは地元の高校に通わせ、一緒に暮らした

いと思う保護者の方が多いのではないでしょう

か。知事、子ども・若者プロジェクト、日本一

生み育てやすい県への挑戦ですから、老朽化対

策の支援とともに、校舎等の建て替え支援も国

へ要望していただきたいと思っております。

次に、子供たちの学力向上に対する取組につ

いて伺ってまいります。

先日、全国学力・学習状況調査の結果が公表

されました。報道によりますと、正答率は小学

校、中学校ともに全国平均を下回っており、特

に中学校において課題があるとのことでした。

その一方で、学習意欲を問う質問では、全国

平均を上回った項目も多かったと発表されてお

りました。

この全国学力・学習状況調査の目的と、調査

結果をどう受け止めているのか、教育長に伺い

ます。

調査の目的は、結○教育長（黒木淳一郎君）

果を教育施策の改善や各学校の学習指導の充実

につなげることにあります。
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過去10年の学力調査の結果を見ますと、小学

校は全国平均とほぼ同等である一方で、中学校

は下回る状況が続いておりまして、これまでの

取組が結果に表れていないことを大変重く受け

止めております。

県全体の学力向上は、県教育委員会の重要な

責務であり、喫緊の課題であるため、昨年度よ

り、市町村教育委員会と連携して、子供自らが

学びに向かう子供主体の授業づくりに取り組ん

でおります。その結果、今回の意識調査では、

子供たちの学習への興味・関心は全国平均を上

回る結果となっております。

このような成果を土台として、日常の授業が

調査結果に表れる取組を着実に重ねていくこと

が重要であると考えております。

それでは、その結果を受け止○武田浩一議員

めて、どのような取組を考えておられるのか、

教育長に伺います。

県教育委員会で○教育長（黒木淳一郎君）

は、昨年度より「ひなたの学び」として、子供

たち一人一人が問いを持ち、仲間と学び合い、

深く考えることができる、探究型のいわゆる子

供主体の授業づくりに取り組んでおります。

このような授業を教職員に具体的にイメージ

させ、各学校における授業実践につなげていく

ことが学力向上の要と考えております。

そのため、今年度、新たな取組として、地域

の教育をリードする全ての指導教諭と、学校に

指導・助言する指導主事等とが一緒に小中学校

全ての教科のモデル授業をつくり、全ての教員

の資質向上を目指して、年間150回を超える授業

の公開を予定しております。

今後も、「ひなたの学び」を核とした質の高

い授業を子供たちに届ける取組を着実に積み重

ねてまいります。

私は、学歴や学力だけが人間○武田浩一議員

の優劣をはかるものではないし、社会では、学

歴や学力に関係なく、すてきに生きておられる

方を数多く知っております。

しかし、経済力と同じで、あったからといっ

て邪魔になるものではありませんので、学力向

上の必要性も理解いたします。

これからの変化の激しい時代を生きていく子

供たちが自立して生活していくために、知識を

身につけることは重要であります。さらに、問

題にぶつかったときには、いろいろな人とつな

がり、知恵を出し合い、創意工夫し、助け合い

ながら課題を解決していくような、生きる力を

育てる教育が大切だと私も考えます。

「ひなたの学び」を通して、本県の子供たち

が幸せに生きていく一助になれるように、取組

を継続していただくよう要望いたします。

次に、本県で初めての設置となる高等特別支

援学校について伺ってまいります。

知的障がいのある生徒を対象とした高等特別

支援学校が、令和８年度に、延岡商業高校、都

城商業高校、日南高校に分校として併設され、

令和９年度には、みやざき中央支援学校の敷地

内に本校として新設・開校されます。

高等特別支援学校は、生徒の経済的な自立を

目指すとともに、共生社会の一員として活躍で

きる人材の育成を目指されており、本県にとっ

ては、共生社会の実現に向けた大きな意義のあ

る取組であると考えます。

そこで、高等特別支援学校の設置に向けた準

備の状況について、教育長に伺います。

本県初となる高等○教育長（黒木淳一郎君）

特別支援学校は、地域の企業等とこれまで以上

に連携した、より実践的な実習を通して、知的

障がいのある生徒が社会の中で働く力を総合的
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に身につけ、就職率100％を目指すこととしてお

ります。

現在、開校に向けて作業部会を立ち上げ、職

業的自立を目指す学習として設定する専門教科

の具体的な学習内容、授業時数等について、検

討を進めているところであります。

今後、順次、県内各地で説明会を開くととも

に、ＰＲ動画で魅力発信も行ってまいります。

高等特別支援学校は保護者や関係者の念願で

あり、共生社会の実現に向けた大きな一歩とな

ります。将来、誰もが共生社会の一員として活

躍できる教育の充実に取り組んでまいります。

次に、不登校対策強化事業に○武田浩一議員

ついて伺ってまいります。

今年度、不登校対策の中核的な拠点として、

県教育支援センター「コネクト」が設置されま

した。私も７月に文教警察企業常任委員会で視

察に伺いましたが、学校に行きづらさを感じて

いる児童生徒の居場所として、安心して過ごせ

る環境整備を進められていると感じました。不

登校児童生徒の数は年々増加しており、その対

応が急務だと感じていたところであります。

そこで、県教育支援センター「コネクト」の

事業概要と取組状況について、教育長に伺いま

す。

コネクトでは、ま○教育長（黒木淳一郎君）

ず直接支援として、支援員やスクールカウンセ

ラー、大学生ボランティア等が学習支援や相談

活動等を実施しており、８月末現在で、小・中

・高校生合わせて12名、保護者36名が利用して

おります。

次に、多様な学びの環境を充実させるため、

ＩＣＴを駆使した遠隔授業やオンデマンド型学

習の活用研究、高等学校の単位修得の研究等を

行っております。

さらに、市町村の教育支援センターとの連携

拠点として、６月には連絡協議会を実施し、課

題の共有をいたしました。また、フリースクー

ル等との連絡協議会も行い、民間団体を支援す

る上での課題の把握に努めたところでありま

す。

今後も、悩みを持つ児童生徒に寄り添いなが

ら、将来の社会的自立に向けた支援に取り組ん

でまいります。

学校に行きづらさを感じてい○武田浩一議員

る児童生徒の居場所として、またプラスＩＣＴ

を駆使した遠隔授業やオンデマンド型学習の体

制を確立して、高等学校の単位取得ができるよ

うに、また県内各地のフリースクール等との連

携活動も活発化していただき、県内の悩みを持

つ児童生徒に寄り添った支援に期待しておりま

す。

次に、県立図書館に今年度導入される電子書

籍について伺ってまいります。

私も読書が好きで、県立図書館を利用したい

と常々考えておりましたが、私のように串間市

や県立図書館から遠方に住んでいる県民にとっ

ては、開館時間に合わせて利用することが難し

い環境でありました。電子書籍が導入されれ

ば、場所や時間を選ばず、いつでもどこでも読

書ができると楽しみにしております。

また、電子書籍には文字を拡大する機能があ

りますので、障がい者の方や高齢者の方も自分

に合った読書ができ、読書バリアフリーの観点

からもメリットがあると考えます。

そこで、今年度導入される電子書籍につい

て、現在の進捗状況と今後の利用促進に向けた

取組について、教育長に伺います。

電子書籍の導入に○教育長（黒木淳一郎君）

当たりましては、県民の皆様の利用実態や要望
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に沿うよう、ニーズ調査や有識者等からの意見

聴取を行ってまいりました。

これらを受け、調べ物に役立つものから読書

として楽しむものまで幅広く選書し、９月26日

からの本格運用に向け、８月30日から試験運用

を開始しております。

さらに学校では、子供たちが使用しているタ

ブレットで閲覧できるよう準備を進めており、

今後、県民の皆様に向けて、電子申請システム

を活用したＩＤ発行を検討してまいります。

電子書籍は、いつでも、どこでも、誰でも利

用できるものであることから、その利用促進を

図ることで読書の裾野を広げ、「読書県みやざ

き」の推進に取り組んでまいります。

９月26日に本格運用が開始さ○武田浩一議員

れる県立図書館の電子書籍サービスが、多くの

県民に親しまれ、誰でも簡単に利用できるよう

に周知徹底を図るとともに、県内の読書活動を

支え、広く県民に親しまれるよう期待いたしま

す。

次に、企業局の取組について伺ってまいりま

す。

企業局はこれまで、本県の豊富な水資源を活

用して、現在14の水力発電所運営や工業用水事

業等に取り組まれ、電気事業で得た利益の一部

を積み立てた地方振興積立金を活用し、県営電

気事業みやざき創生基金の原資として、平成28

年度から30年度までの３年間で計30億円を、ま

た宮崎県国民スポーツ大会・全国障害者スポー

ツ大会開催基金の原資として、令和２年度と３

年度の２年間で計20億円を一般会計に繰り出さ

れるなど、地域貢献に取り組んでこられまし

た。今後、カーボンニュートラル社会も見据え

る中で、新たな事業展開が期待されておりま

す。

そこで、企業局における新たな事業展開に関

する考え方について、企業局長にお伺いいたし

ます。

企業局は、前身の○企業局長（松浦直康君）

県営電気建設部発足から80年以上が経過し、現

在、老朽化した施設や設備の更新を順次進めて

おりまして、その費用も多額に上ることから、

まずは安定した経営の確保に努める必要がある

と考えております。

その一方で、カーボンニュートラル社会の実

現に向けて、水素やアンモニアなど化石燃料に

代わる資源の研究やダムを活用した蓄電システ

ムの研究など、新たな動きも出てきておりま

す。

企業局としましては、これまで中山間地域に

おける小水力発電の開発に取り組んでまいりま

したが、こうした国の動向や他県の事例も参考

にしながら、新たな取組ができないか調査研究

してまいります。

現在、老朽化した施設や設備○武田浩一議員

の更新で、多額の費用が発生していることは

重々承知しておりますが、だからこそ次世代へ

の責任として、さらなる地域貢献やカーボン

ニュートラルの実現に向け、本県の豊かな自然

資源のポテンシャルを活用し、新たな画期的な

事業構築に取り組んでいただくよう期待を申し

上げます。

次に、大規模改修工事を行っている綾第二発

電所で滑落事故があり、ベトナム国籍の作業員

２名が病院に搬送され、このうち１名の方が亡

くなられるという不幸な事案が発生しました。

綾第二発電所大規模改修工事で発生した人身

事故及び工事再開に向けた再発防止策につい

て、企業局長にお伺いいたします。

事故は、発電所背○企業局長（松浦直康君）
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後の山の斜面に沿ったトンネル内で発生したも

ので、上部からつり下げておりました台車のワ

イヤーが切れ、乗っていた作業員１名が滑落し

て死亡したほか、トンネルの下のほうにいた作

業員１名も負傷したというものであります。

亡くなられた方の御冥福をお祈りいたします

とともに、負傷された方の一刻も早い回復を心

から願っております。

企業局では、事故発生後、直ちに工事を中断

し、関係者と再発防止対策を協議してまいりま

したが、先般、滑落の心配のないモノレール式

の台車への変更や専任の安全管理担当者の配置

等の対策を受注者が取りまとめ、労働基準監督

署に受理されたところであります。

これを受け、８月28日に工事を再開いたしま

したが、企業局としましては、今後二度とこの

ような痛ましい事故が発生しないよう、受注者

への指導・監督を徹底してまいります。

亡くなられた方に心よりお悔○武田浩一議員

やみを申し上げますとともに、けがをされた方

の一日も早い回復を私も祈っております。

次に、８月24日、ブラジル宮崎県人会が主催

する県人会創立75周年記念式典に、副知事や野

﨑副議長をはじめ、訪問団28名が参加し、交流

親善を深められたとお伺いいたしました。

加えて、創立60周年を迎えるアルゼンチン宮

崎県人会や創立41周年を迎えるパラグアイ宮崎

県人会との交流会にも参加されたとお伺いして

おります。

ブラジル宮崎県人会創立75周年記念式典出席

に伴う南米訪問の内容と成果について、佐藤副

知事にお伺いいたします。

去る８月22日から30○副知事（佐藤弘之君）

日にかけて、議会から野﨑副議長にも御参加い

ただき、南米への訪問を行いました。

ブラジルで開催された県人会創立75周年記念

式典では、ブラジル全土から本県出身者やその

御家族など約320名が参加し、野﨑副議長がリ

ハーサルなしで演奏された見事な和太鼓を含

め、様々な文化交流が行われたところです。

また、パラグアイ及びアルゼンチン宮崎県人

会との交流会に参加してまいりました。

各県人会に期待する宮崎の魅力発信を続けて

いくためには、高齢化、世代交代が大きな課題

と認識しております。

私としては、今回の訪問を契機として、若い

世代が県人会活動へ関わってくれたことを実感

することができ、こうした方々への今後の活躍

に大きな期待を抱いたところです。

さらに、サンパウロ総領事との意見交換で

は、県産品の販路拡大や今後の交流促進に向け

ての助言をいただいたところです。

今後とも、本県出身者の皆様との絆をより強

固なものとするとともに、宮崎県人会世界大会

の成果を生かしながら、本県の魅力発信や県産

品の販路拡大、観光誘客など、さらなる展開を

図ってまいります。

昨年の宮崎県人会世界大会、○武田浩一議員

今回の南米訪問による宮崎県人会との交流が、

ひいては本県の魅力発信や県産品の販路拡大、

観光誘客などに生かされることを願っておりま

す。

最後の質問になります。

大阪・関西万博が「いのち輝く未来社会のデ

ザイン」をテーマに、2025年４月13日から10

月13日までの184日間、大阪の夢洲で開催されま

す。

1970年にアジアで最初に開催された大阪万博

は、日本の高度経済成長期を象徴する一大イベ

ントとなりました。
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お聞きしているところでは、国内外から2,820

万人の来場者が見込まれ、国際的な注目も高ま

る大阪・関西万博の開催は、今年３月に発表さ

れました経済産業省の試算によれば、万博関連

投資による経済波及効果は約2.9兆円にも上ると

見込まれているようであります。日本経済及び

大阪・関西地域経済の活性化にもつながること

が期待されております。

そこで、大阪・関西万博は、本県のアピール

や経済活力取り込みのチャンスだと考えます

が、県ではどのように取り組んでいくのか、商

工観光労働部長に伺います。

県では、○商工観光労働部長（川北正文君）

大阪・関西万博を、本県の観光や物産、神話な

どの魅力を国内外に発信する貴重な機会と捉え

ております。

このため、今年７月、ＫＩＴＴＥ大阪に期間

限定アンテナショップを開設したほか、フェ

リーを活用した旅行商品造成を行うなど、万博

を見据え、県産品の販路拡大や関西からの誘客

促進などに集中的に取り組んでおります。

また、万博期間中には、来年９月２日から６

日までの５日間、万博会場内におきまして、

「九州の宝を世界へ」をテーマに、九州７県合

同で催事出展することとしております。

催事の内容につきましては、現在、九州各県

と検討を進めているところでありますが、本県

独自の取組としましては、食や観光、神楽など

本県の多彩な魅力のＰＲを予定しております。

ありがとうございました。○武田浩一議員

今回、知事の政治姿勢として、東京一極集中

の是正による地方創生、人口減少対策、県の総

合計画アクションプランの進捗状況等について

質問してまいりました。河野知事をはじめ、前

向きな答弁をいただいたと思いますが、結果を

出していかなければなりません。

そして知事には、本県単独では難しい課題

を、九州地方知事会や全国知事会等でリーダー

シップを発揮していただき、安心と希望あふれ

る宮崎県づくりに全力で取り組んでいかれるこ

とを祈念して、代表質問の全てを終わります。

どうもありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○濵砂 守議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時58分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○濵砂 守議長

ます。

次は、宮崎県議会自由民主党、日髙陽一議

員。

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○日髙陽一議員

んにちは。今日は大変お忙しい中、傍聴にお越

しいただいた皆様、本当にありがとうございま

す。

まず初めに、先般の台風第10号、そして先月

８日に発生いたしました日向灘を震源とする地

震により被災されました皆様に、心からお見舞

いを申し上げますとともに、一日も早い回復、

復興をお祈りいたします。

先日の台風第10号は、非常に強い勢力で九州

に接近し、雨、風ともに最強クラスであり、過

去に本県に甚大な被害をもたらした台風と同じ

ような進路でありました。

人命に関わる被害は発生していないものの、

山間部を中心に道路等の被害が発生するととも

に、人的被害としては負傷者が39名、住家被害

としては半壊が20棟以上、一部破損は1,100棟以

上にも上ります。
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このような台風による被害の中で、今回の台

風は特に突風や竜巻による被害が宮崎市等で多

く発生しており、住家だけではなく、農業施設

や水産施設、商工業関連施設でも被害が確認さ

れております。

また、今回の台風で県内では総降水量900ミリ

を超える記録的な大雨も記録され、土砂災害や

農地等の被害も確認されております。

関係部局におかれましては、８月８日の日向

灘地震に引き続き、今回の台風第10号の接近に

伴う昼夜をいとわぬ災害対応や復旧対応等の努

力は十分に承知するところであります。

一方で、先日、私も被災地を見に行き、大変

厳しい状況を確認してきましたが、現場によっ

ては屋根が飛ばされ、窓ガラスは割れてしま

い、とても住める状況ではない中、保険もな

く、この先どうなるか不安だという話をされて

いる方もいらっしゃいました。

そこで、今回の台風被害に際し、復旧や支援

等にどのように取り組んでいくのか、知事にお

伺いいたします。

次に、８月８日に発生した日向灘沖を震源と

する地震は、本県で最大震度６弱を記録すると

ともに、南海トラフ巨大地震の関係性について

も、本県のみならず、日本全国に緊張が走りま

した。改めて、被害等に遭われた皆様に心より

お見舞いを申し上げます。

また、この地震では、国から初めて南海トラ

フ地震臨時情報が発表され、政府による特別な

呼びかけにより、発生から１週間の注意喚起が

なされました。その後、幸いなことに大きな地

震は発生しませんでしたが、改めて大規模災害

への備えを考える機会となりました。

一方で、地震の影響で震源地に近い本県の旅

行等を取りやめる方が多く、宮崎県ホテル旅館

生活衛生同業組合の取りまとめによりますと、

約２万4,500人分の宿泊予約のキャンセルがあっ

たと聞いております。例年、宿泊客の多いお盆

の時期であったことから、県内の宿泊業には大

きな痛手であったと思います。

ついては、今回の日向灘沖地震による観光業

への影響と、今後どのような誘客対策に取り組

まれていくのか、知事にお伺いいたします。

以上で、壇上からの質問を終わり、以下の質

問は質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、台風第10号に係る対応についてであり

ます。

今回の台風では、竜巻等により多くの建物で

被害が発生するとともに、総降水量が900ミリを

超える記録的な大雨により、山間部等で道路決

壊などの被害が発生しました。

私は、被害の大きかった宮崎市の住宅地や農

業施設、日向市、椎葉村の国道など、被災現場

を確認し、知事として、改めて早期復旧と被災

された方々への支援に全力を挙げなければなら

ないと強く感じたところであります。

災害復旧については、緊急を要するものにつ

いては、既に工事に着手するとともに、先日

は、岸田首相及び松村防災大臣と面会し、復旧

への早期支援や十分な財政措置等について緊急

要望を行いました。

首相からは、災害救助法が適用され、要望の

あった市町村に対し、普通交付税の繰上げ交付

や、地元と緊密に連携を図りながら生活再建や

復旧支援に取り組むという考えをお示しいただ

いたところであります。

また、被災された方への支援については、宮

崎市に災害救助法の本適用を行ったところであ
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り、これに基づく支援や他の支援制度を活用す

るなど、国や市町村、関係機関と連携し、被災

された方々が一日も早く不安のない日常生活を

送ることができるよう取り組んでまいります。

次に、日向灘沖の地震による県内観光業への

影響等についてであります。

今回、最大震度６弱の地震に加え、国から初

めて南海トラフ地震臨時情報が発表されたこと

により、旅行控えやイベントの中止につなが

り、特に県内宿泊業において、地震直後の予約

キャンセルだけでなく、地震以降、新規予約も

入りづらい状況にあると伺っております。

また、海外においても、本県が重点市場とし

ている韓国や台湾を中心に、本県への旅行を敬

遠する動き、今は宮崎はやめておこうと、そう

いったような動きも見られるところでありまし

て、本県観光への影響が長引くことを危惧して

おります。

このため、県では現在、国内外の観光客の不

安を払拭するとともに、本県への新たな観光需

要を喚起することで、今後の県内宿泊者の増加

を図る緊急的な誘客対策を実施する方向で検討

を進めているところであります。

今後も引き続き、本県の魅力を国内外に発信

し、一日も早い観光宮崎の再生と、さらなる発

展に全力で取り組んでまいります。以上であり

ます。〔降壇〕

今回の台風は、今までに経験○日髙陽一議員

したことのないような竜巻が同時多発的に発生

したと言われております。いつどこで発生する

のか予測するのは技術的に難しく、予測できた

としても被害を完全に防ぐのは困難だと言われ

ております。竜巻は今後も必ず発生しますが、

防ぐことができないのであれば、早めの避難な

どの備えはもちろんのことですが、その後の対

応をしっかりと形にしていくことも大切ではな

いでしょうか。

また、今回の震災を受けて、様々な課題が浮

き彫りになったと思います。地震の発生時刻が

帰宅時間に重なったこともあるかと思います

が、私は自宅に帰るまでの通常の３倍の時間が

かかってしまいました。渋滞中、ここで津波が

襲ってきたらと想像すると、ぞっとしました。

有料道路でも大きな渋滞が発生していまし

た。大きな災害時には、料金所で利用料金を取

らないスムーズな利用を優先すべきではないで

しょうか。料金所で働いていらっしゃる方も、

マニュアルがないと勝手に判断することはでき

ないでしょうから、あらかじめ形をつくってお

くことも必要であるかと思います。

次に、スポーツ観光プロジェクトについてお

伺いいたします。

今年パリで開催されましたオリンピック・パ

ラリンピックにおいて、日本選手団は、オリン

ピックでは計45個、パラリンピックでは計41個

メダルを獲得し、私たちに多くの感動を与えて

くれました。

私たちは、トップアスリートによりよい環境

の練習場所を提供すること、さらには国内で数

多くの世界規模の大会が開催できることが、今

後の日本選手団のさらなる飛躍につながる鍵と

なり、本県はその一翼を担う要素がそろってい

ると考えております。

そのような中、県が進めるこのプロジェクト

は、こうしたトップアスリートの練習環境の充

実とともに、スポーツによる地域経済の活性化

に大きく資するものと考えております。

本県は「スポーツランドみやざき」として、

これまで食や気候など強みを生かし、様々なス

ポーツ大会やキャンプを実現してきました。
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昨年度はアミノバイタルトレーニングセン

ター宮崎が供用開始され、今後は宮崎国スポ・

障スポに向けて陸上競技場などが順次完成して

いき、本県のスポーツ環境はますます充実して

いきます。県におきましては、同プロジェクト

の指標に掲げた日本一の達成に向けて、これら

の施設を活用し、さらに大会、キャンプ誘致を

していくとお聞きしております。

これらの誘致には、計画的かつ戦略的な取組

が重要と考えておりますが、知事のお考えをお

伺いいたします。

県ではこれまでも、プ○知事（河野俊嗣君）

ロ野球やＪリーグ等のプロスポーツキャンプを

はじめ、ＷＢＣ侍ジャパン宮崎キャンプやワー

ルドトライアスロンカップなどを誘致し、「ス

ポーツランドみやざき」の確固たるブランドを

築いてまいりました。今後とも、このブランド

力により一層磨きをかけ、テニスの世界大会や

ラグビーの国際試合など、新たな大会等の誘致

を図ってまいります。

そのため、スポーツ観光プロジェクトにおき

ましては、より多くの大会等の受入れが可能と

なるよう、屋外型トレーニングセンターや陸上

競技場、体育館、プールの新たな整備はもとよ

り、庭球場のハードコート化や、ひむかスタジ

アムの両翼拡張など、県総合運動公園内施設の

機能向上も計画的に進めてまいります。

また、今年６月には、市町村や関係団体とと

もに、スポーツキャンプ・大会誘致委員会を設

立したところであります。これまでの受入れの

中で、信頼関係を構築してきた国内外競技団体

等とのネットワークを積極的に活用するなど、

誘致活動をこれからも戦略的に展開してまいり

ます。

ゴルフやサーフィン、サイク○日髙陽一議員

リングなど、スポーツツーリズムの推進も重要

な取組であります。

特に本県は、全国有数のサーフスポットを有

し、大変重要な観光資源の一つであることか

ら、サーフィンを活用した取組も強化すべきだ

と考えております。今月は、宮崎市木崎浜にて

全日本サーフィン選手権が３年連続で開催され

るなど、本県のサーフィン環境を発信する絶好

の機会であります。

過去には、東京オリンピックの予選選考を兼

ねたワールドサーフィンゲームスが開催され、

大会期間中、８万8,000人の観客が訪れ、約84

億5,000万円のＰＲ効果があったとのことで、非

常に大きな効果があり、世界中に「サーフィン

の聖地みやざき」の名を広めることができたも

のと考えております。その後、県は同大会のレ

ガシーとして、ソラシドエアサーフィンセン

ター木崎浜を整備し、サーファーの受入れ環境

の改善に取り組まれております。

「サーフィンの聖地みやざき」として知名度

を高め、定着を図っていくためには、さらなる

サーフィンの受入れ環境の整備を進め、大規模

国際大会を誘致するような取組も重要と考えま

すが、知事のお考えをお伺いいたします。

本県では、2017年の日○知事（河野俊嗣君）

向市お倉ヶ浜での世界ジュニアサーフィン選手

権や、2019年の宮崎市木崎浜でのＩＳＡワール

ドサーフィンゲームスなど、大規模な国際サー

フィン大会を受け入れ、国内外に本県のサー

フィン環境の魅力を発信してきたところであり

ます。

また、議員御指摘のとおり、今月は、アマ

チュアの日本チャンピオンを決定します全日本

サーフィン選手権が３年連続、木崎浜で開催さ

れますほか、まさに今日から宮崎市でスタート
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しておりますが、国際プロサーフィン大会が、

宮崎市木崎浜、そして日向市お倉ヶ浜におい

て、２週連続で開催されるところでありまし

て、サーフィンの聖地としてのブランド力が高

まっているものと手応えを感じております。

県としましては、大規模大会の誘致は「サー

フィンの聖地みやざき」のさらなるブランド力

の向上を図り、誘客を進めていく上で重要と考

えております。海外からのサーフィンのお客様

も徐々に増えているということもあります。地

元自治体と連携し、サーフスポットの環境整備

や国際サーフィン連盟への働きかけなど、引き

続き、大きな経済効果が見込める国際大会の誘

致に積極的に取り組んでまいります。

次に、宮崎国スポ・障スポに○日髙陽一議員

ついてお伺いいたします。

３年後の2027年に開催される第81回国民ス

ポーツ大会については、去る７月17日、日本ス

ポーツ協会の理事会において、本県での開催が

正式に決定されました。

これにより、第26回全国障害者スポーツ大会

の本県開催も併せて決定したところであり、先

日９月４日に、官民一体となった実行委員会の

総会や、両大会をＰＲするイメージソングのお

披露目式などが開催されました。私も出席しま

したが、開催がいよいよ３年後に迫ってきたん

だなと実感したところであります。

平成27年２月宮崎県議会定例会において、河

野知事が両大会の宮崎県開催招致を表明され、

我々県議会が開催招致に関する決議を全会一致

で議決後、実に約９年半の時が流れています。

ここに至るまで、陸上競技場をはじめとする

県有施設の整備や競技会場地の選定、県準備委

員会の運営など、様々な苦労があったことと思

います。

そこで、国スポ・障スポの本県開催が正式に

決定したことを踏まえ、大会に向けた知事の決

意や思いをお伺いいたします。

去る７月17日、日本ス○知事（河野俊嗣君）

ポーツ協会の遠藤利明会長から国民スポーツ大

会の開催決定書を受領し、全国障害者スポーツ

大会とともに、本県での開催が正式決定したと

ころでありまして、改めて身が引き締まる思い

であります。ここに至るまでの県議会の皆様の

御理解、御協力に感謝を申し上げます。

これを受けまして、先週９月４日に「日本の

ひなた宮崎国スポ・障スポ実行委員会」を設立

し、総会において、市町村をはじめ関係機関の

皆様とともに、各競技会や式典の実施に向け、

県民一丸となって取り組むことを決定したとこ

ろであります。

今後は、大会に向けた機運の醸成が重要とな

りますので、大会イメージソングやダンス、広

報誌などを活用しながら、様々な機会を通じた

取組を進めてまいります。

また、２度目の天皇杯獲得という高い目標を

掲げまして、これに向けて、計画的に選手の育

成・強化等に取り組んでいるところでありまし

て、引き続き競技力の向上を図りながら、あわ

せて、地域スポーツの振興や県民の健康づく

り、生きがいづくりなど、「スポーツランドみ

やざき」を掲げる本県ならではの「未来のみや

ざき」づくりを進める大会を目指してまいりま

す。

よろしくお願いいたします。○日髙陽一議員

次に、交通・物流政策についてであります。

まず、宮崎空港の国際線の状況について伺い

ます。

日本政府観光局が先月発表した統計によれ

ば、７月の訪日外客数は329万2,500人であり、
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前年同月比では41.9％の増、2019年の同月比で

は10.1％の増になり、２か月連続で単月として

過去最高を記録しているということでありま

す。

訪日外国人を本県に呼び込み、県内経済の活

性化につなげていくためには、他県からの誘客

促進も重要となりますが、本県から直接海外に

つながる宮崎空港の国際線の維持・拡充を図る

ことが必要です。

国際線は、新型コロナの感染拡大により運休

となっていた念願のソウル線が昨年９月から再

開し、来月下旬から増便決定の発表があったと

ころですが、台北線については、現在も運休し

ている状況にあります。

そこで、ソウル線の運航状況や増便の内容、

台北線の再開の見通しなど、宮崎空港の国際線

の状況について、知事にお伺いいたします。

宮崎空港の国際線につ○知事（河野俊嗣君）

きましては、ソウル線が昨年９月から週３便で

再開し、昨年度の搭乗率は84.4％と高い数字

で、今年度につきましても、県民の利用促進な

どに取り組んだ結果、比較的好調に推移してい

ると伺っております。

このような状況を受け、ソウル線は来月下旬

から週５便に、12月中旬から来年３月末までは

週７便に増便され、本県に就航して以来、初の

デイリー運航が決定したところであります。

また、来月には、県議会や経済団体等の皆様

とともに、アシアナ航空本社を訪問し、私から

もウォン社長に直接謝意を伝え、今後のさらな

る連携をお願いすることとしております。

一方、台北線につきましては、私や副知事も

現地の航空会社等を繰り返し訪問し、継続的に

路線の再開に向けて交渉を重ねてきたところで

あります。その結果、台湾の航空会社でありま

すタイガーエアと、11月下旬から週１便の定期

便の就航に向けた最終の調整を行う段階に至っ

ておりまして、近日中には正式に決定されるも

のと伺っております。

本県にとりまして、国際線は、県民の利便性

向上やインバウンドの増加による経済活性化を

図る上で、重要な交通基盤でありますので、今

後とも路線の維持・充実に積極的に取り組んで

まいります。

先日、台湾交流会が行われた○日髙陽一議員

んですが、その中でもやっぱり一番話題になっ

ていたのが台湾線の再開のお話でありました。

ソウル線の増便や台北線の再開を待ち望んで

いる県民も多いと思います。引き続き、両路線

の利用促進を図るなど、しっかりと路線の維持

・充実に取り組んでいただきますようお願いい

たします。

次に、宮崎カーフェリーについてお伺いいた

します。

宮崎カーフェリーの経営状況については、７

月の総務政策常任委員会において執行部から報

告が行われたところであり、新船２隻体制で通

年運航した令和５年度の輸送量は貨物・旅客と

もに増加し、決算においても経常利益を確保し

たとお聞きしております。

しかしながら、燃料価格の高騰など経営を取

り巻く環境は厳しく、国や県による燃料高騰対

策などの下支えがあっての今回の決算であると

認識しております。

今後、新船建造に当たっての借入金を確実に

返済しながら、自立した安定的な経営を実現し

ていくためには、さらなる輸送量の拡大にも取

り組んでいく必要があると考えております。

今年４月から、いわゆる「物流の2024年問

題」と言われるトラックドライバーの時間外労
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働の上限規制などが始まり、海上輸送へのモー

ダルシフトの動きが加速するとされており、貨

物量を安定的に確保するには絶好の機会と思い

ます。

そこで、物流の2024年問題を踏まえた宮崎

カーフェリーの本年度の取組と輸送状況につい

て、総合政策部長にお伺いいたします。

宮崎カー○総合政策部長（重黒木 清君）

フェリーでは、「物流の2024年問題を追い風と

した更なる輸送量の拡大」を本年度の貨物営業

戦略に掲げ、新規貨物の獲得や既存顧客のさら

なる利用増に向け、モーダルシフトを意識した

営業活動を積極的に展開しているところであり

ます。

この結果、４月から７月末までのトラック輸

送量につきましては、前年比で11％、台数にし

て2,483台の増加と伺っており、新規貨物の獲得

などは順調に進んでいるものと考えておりま

す。

県におきましても、カーフェリーを活用する

新規輸送ルートの構築を目指すトラック事業者

を支援するなど、モーダルシフトの促進を図っ

ており、引き続き、宮崎カーフェリーと連携を

図りながら、さらなる輸送量の確保に取り組ん

でまいります。

物流の2024年問題によって、○日髙陽一議員

本県のトラック輸送力の低下が懸念される中、

長距離フェリー航路は、大消費地への輸送力を

維持するために不可欠なものです。宮崎カー

フェリーには、モーダルシフトの受皿として役

割を果たしていただくとともに、安定的な経営

により、本県物流をしっかりと支えていただき

たいと思います。また、県も引き続き航路の維

持・充実にしっかりと取り組んでいただきます

よう、よろしくお願いいたします。

次に、九州ＭａａＳについて伺います。

このＭａａＳという言葉は、まだ聞き慣れな

い県民の方も多いのではないかと思いますが、

Ｍｏｂｉｌｉｔｙ ａｓ ａ Ｓｅｒｖｉｃｅの頭

文字を取ったものであり、鉄道やバスなどの

様々な交通手段を一つのサービスとしてスムー

ズにつなぐ新たな移動の概念です。

具体的には、専用のアプリを使い、様々な交

通機関の検索から予約、決済までを一括で行う

ことができるサービスを指します。

この九州ＭａａＳは、サービスを県内だけで

はなく、新幹線や高速バスなど県境をまたぐ広

域的な交通機関を含め、九州全域で展開するも

のであると伺っております。

本県でも今年度、新規事業である九州Ｍａａ

Ｓ推進事業により、この取組を支援しています

が、九州ＭａａＳの現在の取組状況と、その推

進に向け、県としてこれからどのように取り組

んでいくのか、知事にお伺いいたします。

九州ＭａａＳは、これ○知事（河野俊嗣君）

まで九州各県と経済団体が参加します九州地域

戦略会議において検討を進めてきたものであり

ます。私も、６月に熊本市でありました九州地

域戦略会議におきまして、九経連の倉富会長や

各県知事とともに記者会見に出席し、８月から

のサービス開始をＰＲしたところであります。

現在は、九州各県と交通事業者で構成します

九州ＭａａＳ協議会においてチケットの造成な

どを進めておりまして、熊本－高千穂間の高速

バス乗車券をはじめ約100種類のチケットが販売

されているほか、今後はインバウンド向けに、

九州全域のバスやＪＲが利用できるオール九州

パスの発売も予定されております。

県としましては、周遊型観光による経済効果

を取り込むことはもとより、公共交通の維持に
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もつなげていくため、多くの県民の皆様にも利

用していただけるような商品造成を支援するな

ど、引き続き関係機関と連携し、九州ＭａａＳ

の推進に取り組んでまいります。

私も九州ＭａａＳのサービス○日髙陽一議員

を提供する「ｍｙ ｒｏｕｔｅ（マイルート）」

というアプリをダウンロードしましたが、目的

地へのルート検索や、お得に移動できるデジタ

ルチケットのほか、グルメやイベントの情報な

ども掲載されており、使いこなせばとても便利

なサービスだと感じたところであります。

車社会と言われる宮崎ですが、鉄道やバスを

はじめとした公共交通機関は、観光振興を図る

上で重要な社会基盤であり、通勤、通学、通院

など県民の日常生活になくてはならない移動手

段でもあり、しっかりと維持していかなくては

なりません。官民が手を携え、九州が一つに

なって取り組む九州ＭａａＳには期待していま

すので、引き続きよろしくお願いいたします。

次に、本県への人の流れの創出についてであ

ります。

まず、インバウンドの誘致対策について伺い

ます。

全国のインバウンドは、コロナ禍明けの令和

５年から急回復しております。報道等でも御案

内のとおり、国際線の運航便数の回復や円安の

影響もあり、今年は過去最高に迫る勢いで、さ

らに増加しております。

本県のインバウンドも、昨年９月の宮崎－ソ

ウル線の再開により回復傾向にあると伺ってお

りますが、令和５年の外国人延べ宿泊者数は、

令和元年比で４割弱の水準にとどまっており、

全国と比較すると回復が遅れております。

人口減少・少子高齢化が進む中、外国人旅行

者の誘客促進は、地域経済の活性化を図るため

に大変重要な取組です。旺盛な訪日観光需要を

取り込み、外貨を稼ぐためにも、本県も今後、

インバウンドの回復・拡大に力を入れていく必

要があります。

先ほどの知事からの答弁のとおり、この秋以

降、ソウル線が増便されるとともに、台北線も

就航に向けて最終調整中ということで、宮崎空

港の国際線の充実により、インバウンドに追い

風が吹く状況になります。

このような中、県としてインバウンドのさら

なる回復を図っていくために、市場別にどのよ

うに誘客対策に取り組むのか、商工観光労働部

長にお伺いいたします。

県では、○商工観光労働部長（川北正文君）

地理的に近い東アジアをインバウンドの重点地

域と位置づけており、まずは国際線の増便及び

就航が予定されている韓国及び台湾向けに、本

県が誇る自然や食等の魅力についてプロモー

ションを強化し、直行便を活用した誘客拡大に

しっかりと取り組んでまいります。

また、九州各県で、香港や中国を含めた東ア

ジアとの直行便が多く運航されている状況を踏

まえ、旅行会社に対し、他県空港経由で本県を

周遊する旅行商品の造成支援等も行いながら、

外国人観光客の本県への取り込みを図ってまい

ります。

さらに、欧米豪向けには、九州観光機構等と

連携し、九州一体となった誘客促進に努めるな

ど、各市場のニーズに応じた効果的な対策に取

り組み、インバウンド誘客を促進してまいりま

す。

国外から本県への人の流れの○日髙陽一議員

創出の観点で、インバウンドの誘客促進につい

て伺いましたが、次に、国内、特に都市部から

地方への人の流れに関して伺います。
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現在、地方では、人口減少・少子高齢化に加

え、若者層の東京圏への転出により、地域社会

の担い手不足が深刻化しており、各自治体にお

いて、地方創生に向けた様々な施策を展開して

きました。

新型コロナ感染症の拡大を契機に、人々の地

方移住に対する関心が高まりましたが、新型コ

ロナの５類移行後も、テレワークをはじめとす

る多様な働き方や、生活の質にこだわるライフ

スタイルが定着し、地方回帰の大きな流れは継

続しており、地方自治体を中心とした人の流れ

をつくる動きが活発化しています。

そのような中、本県においても、各市町村と

県が連携して移住施策に取り組んでおり、昨年

度の県外から県内への移住世帯数は1,877世帯、

また移住者数は3,729人と過去最高となりまし

た。

地方が抱える様々な課題を解決していく上

で、移住の促進は有効な取組の一つであると考

えます。

そこで、都市部から地方へ呼び込む施策の一

つとして、市町村と連携した移住の推進が重要

と考えますが、どのように取り組まれていくの

か、総合政策部長にお伺いいたします。

本県への移○総合政策部長（重黒木 清君）

住を推進するためには、市町村との連携が不可

欠であり、県では、県内外４か所に設置した移

住相談窓口における移住希望者からの相談内容

に応じ、市町村への橋渡しを行うとともに、市

町村と共同で、都市部での移住相談会やセミ

ナーを開催しております。

また、実際の移住に向けた取組としまして、

市町村が行う空き家改修の費用や移住支援金、

移住後の定着を支援する移住サポーターの設置

に係る経費などを補助しております。

今後さらに移住を推進していくためには、関

係人口の創出・拡大が重要でありますことか

ら、今年度新たに、市町村と連携した東京や大

阪など都市部での交流イベントの開催や、県外

の方が県内で働きながら地域と交流していく取

組を進めているところであります。

今の答弁において、関係人口○日髙陽一議員

の創出・拡大が重要であるとのことでしたが、

この手前の交流人口づくりも同様に重要だと考

えます。

先日行われました日向坂46のイベントは、約

４万人の観客が訪れ、県外からも多くのファン

が駆けつけ、大変な盛り上がりでした。

私もオープニングを拝見させていただきまし

たが、知事の歓迎のビデオメッセージから大盛

り上がりで、演者の方々も、日向坂と同じ名前

のひなたスタジアムで開催できて本当によかっ

たとおっしゃっていました。

イベントの中でも、観客の「おひさま」に対

して「宮崎、最高ですよね」という問いかけが

何度もあり、このイベントによって、たくさん

の宮崎のファンができたのではないかなと思っ

ているところであります。

10年前の一般質問でも、サンマリンスタジア

ムでのコンサートの質問をさせていただきまし

たが、やはり経済効果はとても大きいと思いま

す。

この初のイベントを受け入れ、準備していた

だいた県の職員の皆様に、心から感謝いたしま

す。「おひさま」の皆さんとともに、みやざき

大使、日向坂46の来年の開催も期待しておりま

す。そして、このようなイベントをきっかけと

した交流・関係人口の増加が、その後、宮崎の

移住につながればと思っているところでありま

す。
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次に、産業づくり、人材確保、そして育成の

取組についてであります。

まず、半導体関係の企業誘致の取組について

伺います。

九州においては、ＴＳＭＣをはじめ、半導体

関連企業の集積が猛烈なスピードで進んでいま

す。

九州経済産業局は、九州半導体・デジタルイ

ノベーション協議会、いわゆるＳＩＩＱと、九

州半導体人材育成等コンソーシアムを立ち上

げ、半導体人材の育成やサプライチェーンの強

化、海外との産業交流促進に取り組むこととし

ております。

本県においても、ＳｉＣパワー半導体を生産

するロームグループ・ラピスセミコンダクタの

国富町への進出を機に、みやざき半導体関連人

材育成等コンソーシアムが設立されました。

さらに、新生シリコンアイランド九州の実現

に向けて、九州地方知事会と九州経済連合会で

つくる九州地域戦略会議において、半導体関連

産業の集積に向けた産学官金連携による動きが

出ておりますけれども、九州地方知事会長でも

ある河野知事はどのようにリーダーシップを発

揮されるのかお伺いいたします。

九州で今後10年で20兆○知事（河野俊嗣君）

円の経済効果と言われているような半導体関連

産業の集積が進む中で、九州地域戦略会議にお

きまして、産学金官が連携して世界のサプライ

チェーンの中核を担うための基本方針として、

新生シリコンアイランド九州グランドデザイン

がまとめられました。

このグランドデザインでは、単に九州に半導

体関連の工場が立地していますよということに

とどまることなく、企業、大学等が集積する産

学連携拠点の整備や、その拠点間での連携を推

進するとともに、半導体生産・応用分野の研究

者や技術者等の人材の育成などにも取り組むこ

ととしております。

今後、九州地方知事会長として、九州全体で

こうした半導体関連産業に取り組むんだという

気概を国に対して、また海外に向けてもしっか

りとアピールするとともに、台湾など海外との

関係を深めながら、新生シリコンアイランド九

州の実現に邁進してまいります。

また、本県におきましても、さきの６月議会

で承認いただいた半導体関連企業誘致加速化事

業により、市町村の工業団地整備の動きがス

ピードアップしておりますので、私自身がトッ

プセールスでその状況を国内外に発信すること

で、半導体関連企業の誘致に取り組んでまいり

ます。

次に、企業における外国人材○日髙陽一議員

の雇用に関する県の取組についてお伺いいたし

ます。

労働力人口の減少が進み、人材の確保が喫緊

の課題となる中、本県における外国人材は年々

増加しており、宮崎労働局によると、令和５

年10月末時点の外国人労働者数は7,021人で、過

去最高を更新しています。

内訳を国籍別に見ますと、ベトナムが最も多

く2,539人、次いでインドネシアが1,619人、

フィリピンが648人の順となっております。

また、産業別に見ると、製造業が2,908人、次

いで農業・林業が992人、建設業が760人の順と

なっています。

今後、外国人材の雇用はますます重要になり

ますが、外国人材から選ばれる宮崎となる必要

があります。

そこで、企業における外国人材の雇用に関す

る県の取組について、商工観光労働部長にお伺
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いいたします。

人材の確○商工観光労働部長（川北正文君）

保が喫緊の課題となる中、外国人材の雇用は大

変重要であります。

このため県では、専門的知識等を有する高度

外国人材の雇用を検討している企業に対し、セ

ミナーの開催や採用計画からマッチングまでの

伴走型支援を行っています。

また、検討に至っていない企業に対しても、

受入れ制度や優良事例を紹介するガイドブック

を配付し、雇用への理解促進に努めています。

さらに、県内在住の外国人留学生等に対して

は、就職相談等の実施に加え、宮崎の魅力をＰ

Ｒするためのガイドブックを配付するととも

に、県ホームページにも掲載することで、県内

企業への就職を促進しております。

今後とも関係機関と連携しながら、外国人材

の雇用に必要な取組を進めてまいります。

次に、外国人住民に対する日○日髙陽一議員

本語学習支援についてお伺いいたします。

本格的な少子高齢化・人口減少を背景に、本

県の在留外国人数は技能実習生を中心に増加し

ており、令和５年12月末現在の人数は9,752人と

過去最多で、地域産業の持続的な発展を図る上

でも、外国人は貴重な人材となっております。

また、今年６月には、技能実習に代わる育成

就労制度を新設するための関連法の改正が国会

で成立し、今後さらなる外国人の増加が見込ま

れます。

外国人を地域の一員として受け入れ、国籍に

関係なく安心して生活することができるように

するためには、より円滑な意思疎通の実現に向

け、日本語を習得できるようにすることが極め

て重要になってきます。

国は、令和元年６月に施行された「日本語教

育の推進に関する法律」等に基づき、外国人が

日本語教育を受ける機会を確保できるよう、日

本語教育の環境整備を計画的に推進しておりま

す。本県でも、外国人材の円滑な受入れや共生

を図るため、生活等に必要な日本語能力を身に

つけられるようにすることが重要であると考え

ます。

そこで、県は外国人住民に対してどのような

日本語学習支援を行っているのか、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

県では、○商工観光労働部長（川北正文君）

外国人住民に対する日本語学習支援として、日

本語の習熟度に応じて、対面またはオンライン

で講座を開催し、昨年度は延べ1,349人が受講さ

れております。

また、地域住民と交流しながら、防災、交通

ルール、ごみの分別等、日常生活に必要な日本

語を学べる教室を県内３か所で開催し、延べ313

人の参加があったところです。

さらに、これらを含む様々な情報を外国人に

分かりやすく提供するため、令和４年12月に

ポータルサイト「ひなたにほんごナビ」を開設

し、多言語での情報発信を行っております。

今後とも、市町村や関係団体と連携しなが

ら、日本語学習支援のさらなる充実を図り、外

国人が安心して暮らせる環境の整備を推進して

まいります。

次に、日本語指導が必要な児○日髙陽一議員

童生徒に対する指導や支援についてお伺いいた

します。

現在、日本語指導が必要な外国人の子供たち

が全国で約７万人ほどいるという報道がありま

した。県内でも外国人労働者が年々増えてきて

いる状況です。その中には、子供たちと一緒に

来日された方もいて、子供たちは住んでいる地
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域の小中学校に通っていると聞いております。

今年度より、県では、帰国・外国人児童生徒

等に対する支援事業を行い、日本語教育指導教

員やエリア生活サポーターの配置、そして市町

村においては、日本語教育サポーターの雇用を

行っていると聞いておりますが、具体的にはど

のような指導や支援を行っているのか、教育長

にお伺いいたします。

外国人児童生徒等○教育長（黒木淳一郎君）

が増えている状況を踏まえ、今年度より、専門

的な経験を有する日本語教育指導教員を県内３

地区に４名配置し、テキストや絵カード等を活

用し、個に応じた日常言語や学習言語の直接指

導を始めたところであります。

また、８市町において、その雇用を支援した

日本語教育サポーターは、児童生徒の傍らで授

業の補足やルビ打ちなどの学習支援をしており

ます。

さらに、エリア生活サポーターは、２つの高

等学校にそれぞれ２名配置し、学習支援に加え

て生活に関する相談にも対応しております。

今後も、それぞれの人材の資質向上を図りな

がら、全ての子供たちが安心して学べる共生社

会づくりに取り組んでまいります。

引き続き、どうぞよろしくお○日髙陽一議員

願いいたします。

次に、産業におけるデジタル人材の育成・確

保についてお伺いいたします。

今年４月、有識者でつくる人口戦略会議にお

いて、2050年までに４割の自治体に消滅可能性

があると公表されたのは記憶に新しいところで

す。本県でも、９つの市町村で消滅可能性あり

とされ、自然減、社会減の人口減少の対策は、

今後の大きな課題の一つであります。

また、人口減少に伴い生産年齢人口も減少し

ていく中、地域産業を維持・発展させていくた

めにも、より効率的に業務を行う必要があり、

デジタル化、ＤＸの推進は、そのための一つの

重要な手段です。

しかしながら、全国的にデジタル人材は不足

しており、国では、デジタル田園都市国家構想

の中で、「専門的なデジタル知識・能力を有

し、デジタル実装による地域の課題解決を牽引

する人材」をデジタル推進人材と位置づ

け、2022年度からの５年間で230万人育成するこ

とを目指しております。

そこで、県内産業におけるデジタル人材の育

成・確保について、県の取組を総合政策部長に

お伺いいたします。

産業のデジ○総合政策部長（重黒木 清君）

タル化を推進していく上で、デジタル人材の育

成は重要な課題となっております。

このため、県では昨年度、「産業におけるデ

ジタル人材育成のための取組指針」を策定し、

大学や関係団体との適切な役割分担の下、基礎

的なスキルを有する人材から専門的な人材ま

で、今後５年間で１万5,000人を育成することと

しております。

このような方針の下、県では企業向けに、デ

ジタル技術活用に関するセミナーや、階層ごと

にデジタルの基礎から導入までを学ぶ講座を実

施しております。

また、高校生、大学生向けに、プログラミン

グやＡＩ等に関する講座を実施するとともに、

県内企業へのインターンシップなどにも取り組

んでおります。

引き続き、関係団体等と連携を図りながら、

デジタル人材の育成・確保に努めてまいりま

す。

県の産業におけるデジタル人○日髙陽一議員
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材の育成・確保について、様々な取組を実施い

ただいているということで、今後も関係各所と

連携を図りながら、引き続き取組を進めていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。

一方、人材の育成と並行し、企業における実

際のデジタル導入支援も必要であるかと考えま

す。

県ではデジタル導入に向けた支援として、昨

年の６月に産業ＤＸサポートセンターを設置さ

れておりますが、設置から１年経過し、これま

での活用実績について、総合政策部長にお伺い

いたします。

産業ＤＸサ○総合政策部長（重黒木 清君）

ポートセンターは、デジタルに関する相談から

課題の洗い出し、具体的なシステム導入までを

サポートすることを目的に、昨年６月に設置し

たものであります。

昨年度は９か月間で126事業者から延べ370

件、今年度は７月末時点で162事業者から延

べ341件の相談を受け付けており、昨年度に増し

て活用が図られております。

これまでに、製造業や小売業、建設業など

様々な業種から、受発注のデジタル化や在庫管

理の自動化など、様々な相談が寄せられてお

り、実際にシステムの導入に至った事例も数多

くあるところであります。

今後とも、センターのさらなる活用を図りな

がら、県内産業のデジタル化の推進に取り組ん

でまいります。

本県産業の発展に向け、デジ○日髙陽一議員

タル化を力強く後押しする取組として、今後と

も、デジタル人材育成、実装支援の２つの視点

における支援をお願いしたいと思います。

次に、農畜水産行政についてお伺いいたしま

す。

まず、本県農水産業のグリーン成長プロジェ

クトの取組についてお伺いいたします。

昨年４月に本県で開催されたＧ７宮崎農業大

臣会合では、食料安全保障の強化に向けた農業

の生産性向上と持続可能性の両立などについて

議論され、国内農業資源の持続的な活用などを

定めた行動宣言である宮崎アクションが採択さ

れました。

また、今年６月に施行された改正食料・農業

・農村基本法では、「食料安全保障の確保」や

「環境と調和のとれた食料システムの確立」な

どが基本理念として規定され、今後、農水産業

では、生産性の向上と生産活動における環境へ

の負荷の低減を両立しながら、持続的な発展を

図ることが重要とされております。

このような中、県では、本県の強みをさらに

伸ばし、新たな成長につなげるため、３つの日

本一挑戦プロジェクトに取り組んでおり、その

うち農水産業に関するものは、カーボンニュー

トラルと産業成長の両立を目指すグリーン成長

プロジェクトと承知しておりますが、このプロ

ジェクトにおける農水産業分野の取組につい

て、知事にお伺いいたします。

本県農水産業が今後と○知事（河野俊嗣君）

も成長していくためには、議員御指摘のＧ７宮

崎農業大臣会合の宮崎アクションでも方向性が

示されましたように、地域資源を最大限活用す

る宮崎らしい取組を構築し、持続性と生産性の

両立を図ることが大変重要であると考えており

ます。

このため、グリーン成長プロジェクトにおき

ましては、持続性の高い農水産業への転換を図

るため、飼料作物の生産拡大や未利用稲わらの

活用等による粗飼料自給率の向上、堆肥の有効

活用による化学肥料の削減、藻場造成による海
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の生産力向上とブルーカーボンの創出などに取

り組んでおります。

また、新たなイノベーション等による生産向

上を図るため、施設園芸でのハウス内環境デー

タの見える化や、ピーマン自動収穫ロボットの

現場実装に向けた実証、漁業者の効率的な操業

を支援するアプリの開発などに取り組んでおり

ます。

私としましては、本県の基幹産業である農水

産業を力強く成長させるため、強い使命感と責

任を持って、より生産性が高く、強靱で持続可

能な農水産業の実現にしっかり取り組んでまい

ります。

次に、施設園芸の高度化に向○日髙陽一議員

けた取組についてお伺いいたします。

農水産業の担い手が減少していく中、私もさ

らなる生産性の向上が今後の発展の大きなキー

ワードになると思います。その中で、施設園芸

は、本県の耕種部門の中の大きな柱の一つであ

り、大消費地に届けるなど、食料供給基地とし

て大きな責任があります。

しかしながら、本県が全国１位を誇るキュウ

リでは、作付面積はここ10年で１割強、ピーマ

ンでは２割弱も減少しており、産地によっては

半減しているところもあるようです。

施設園芸産地を維持していくためには、農家

一人一人の生産性を上げていくことや省力化が

必要であり、私の地元で行われている若手の施

設野菜農家による最先端技術のノウハウ等の勉

強会など、施設園芸のさらなる高度化に向けた

具体的な取組が重要だと考えます。

そこで、生産性の高い施設園芸の実現に向け

て、どのように取り組んでいるのか、農政水産

部長にお伺いいたします。

生産性の高い○農政水産部長（殿所大明君）

施設園芸を実現するため、県では、総合農業試

験場での研究をはじめ、生産者や民間企業と連

携しながら、先進的なスマート技術の開発・高

度化などに取り組んでおります。

具体的には、温度や二酸化炭素濃度など、ハ

ウス内の環境データと生育画像を組み合わせた

ＡＩ分析による最適な栽培環境の創出や、出荷

予測の研究・開発に加え、これらを指導できる

人材の育成など、施設園芸のデジタル化に取り

組んでおります。

また、収穫作業の軽減や雇用人材の不足に対

応するため、ロボット収穫技術の開発や、その

技術に適した栽培方法の現地実証を進めている

ところです。

今後とも、将来を見据えたこれらの取組を推

進し、施設園芸の飛躍的な生産性向上を実現し

てまいります。

引き続き、施設園芸の高度化○日髙陽一議員

に取り組んでいただき、生産性向上につながる

現場実装を進めていただきますよう、よろしく

お願いいたします。

新型コロナやウクライナ侵攻など、世界情勢

が目まぐるしく変わる中、燃油価格の高止まり

や農業用資材などの物価高騰が続いており、農

家の方々も様々な努力や工夫をされています

が、特に冬から春の出荷が中心となる施設園芸

では、重油を利用した加温（暖房）が必要であ

り、栽培管理温度の高いマンゴーやピーマン等

では、燃料費などの経営コストが上昇し、農家

の経営に大きな影響を与えております。

さらに、ハウス資材等の高騰が規模拡大や新

規就農時の弊害となっており、産地を維持して

いくことも大きな課題ですが、生産性の向上に

加えて、持続性を実現させていくことが重要に

なってきております。
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国は、2050年には炭素排出ゼロを目標に掲げ

ており、昨年のＧ７宮崎農業大臣会合でも、農

業の持続性について議論が行われたところです

が、持続性の高い施設園芸の実現に向けては、

どのように取り組んでいるのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

持続性の高い○農政水産部長（殿所大明君）

施設園芸の実現に向けて、省エネルギーへの転

換やハウスの長寿命化に対する支援に取り組ん

でおります。

具体的には、重油使用量の低減を図るため、

電気を利用して加温するヒートポンプの導入支

援や、普及センター等による効率のよい温度管

理技術の指導などを行っております。また、資

材価格が高騰し、ハウスの新設や更新が厳しい

状況にあるため、耐用年数を経過したハウスの

柱や部品の改修を支援しております。

今後とも、関係機関と連携しながら、環境に

優しい持続性の高い施設園芸の実現に向けた取

組を進めてまいります。

御答弁いただいたとおり、生○日髙陽一議員

産性の向上と持続性の両立に向けて、引き続き

取組を進めていただきたいと思います。よろし

くお願いします。

次に、担い手確保に向けた本県農業の魅力発

信についてお伺いいたします。

現代の農業は機械化が進んでおり、数十年前

の農業とは大きく変化しております。生産額

ベースで食料自給率全国１位、日本の食料供給

基地として大変重要な役割を担っている宮崎県

の農業にとって、担い手の確保は大変重要であ

ると考えます。

県外の仲間でも、田舎で農業をやってみたい

という声はあります。先日は、技能実習生で宮

崎に訪れているベトナム人の若い男性から、家

族を呼んで宮崎で農業を始めたいという相談も

受けました。そんな方々に向けて、本県で就農

してもらうためにも、しっかりと本県の農業の

魅力をＰＲすることは大切だと思います。

そこで、担い手確保に向けた本県農業の魅力

発信について、現状と今後の取組について、農

政水産部長にお伺いいたします。

人口減少が進○農政水産部長（殿所大明君）

み、地域間・産業間の人材確保競争が厳しさを

増す中、就業先として宮崎の農業を選んでいた

だくためには、就農支援体制の充実を図るとと

もに、本県農業の魅力をしっかりと伝えること

が大変重要であります。

このため県では、就農相談会やお試し就農等

を実施するとともに、県の農林水産情報ウェブ

サイト「ひなたＭＡＦｉＮ」による情報発信に

取り組んでおります。

今後、これらに加え、ＳＮＳ等の多様な媒体

を活用し、動画等による分かりやすい情報発信

を市町村等と連携して充実させるなど、本県農

業の魅力を効果的に伝えることにより、さらな

る担い手の確保に取り組んでまいります。

次に、水産業の取組について○日髙陽一議員

お伺いいたします。

先日公表されました漁業センサスによります

と、全国の漁業就業者は過去最少となってお

り、本県でも減少傾向が継続して2,000人を下回

り、高齢化も進行している状況にあります。

本格的な人口減少社会の中、様々な分野で就

業者の確保が厳しくなってきておりますが、漁

業も例外ではありません。

このような中、労働力不足を補うため、外国

人材の活用も進められており、本県の漁業分野

では、現在、複数の制度が利用されています

が、日本人を含めた就業者の確保が当然重要な
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課題であると考えます。

そこで、本県での漁業就業者を確保するため

の取組について、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

本県の漁業就○農政水産部長（殿所大明君）

業者が高齢化等により減少する中、漁業生産力

の維持・向上のためには、その確保は重要な課

題であります。

このため県では、宮崎県漁村活性化推進機構

と連携して、大都市圏での就業フェアや大手就

職情報サイトの活用により、本県漁業の魅力発

信に努めております。

また、県立高等水産研修所においては、多様

なカリキュラムにより漁業者を養成しており、

今後、水産試験場との組織統合による教育機能

の強化を通じ、高度な技術を学べる場としての

新たな魅力を高め、入所者の増加に努めてまい

ります。

今後とも、日本人就業者のみならず、外国人

材の受入れに関する制度も十分に活用し、多様

な人材が支える持続的な本県漁業の実現に向け

て取り組んでまいります。

次に、肉用牛生産に係る支援○日髙陽一議員

についてお伺いいたします。

肉用牛経営は、物価高を背景とした消費者の

節約志向による牛肉消費の低迷、それに伴う枝

肉価格の伸び悩み、子牛価格の下落、さらには

飼料や燃料、資材価格の高止まりが続くなど、

非常に厳しい状況にあります。

我々県議会議員も各子牛競り市場に出向いて

おりますが、多くの生産者やＪＡ等の関係者か

ら、経営が成り立たないといった切実な声を、

そして将来への不安などから、肉用牛への支援

に関する要望を伺っています。

実際、子牛競り市の状況を見ても、令和元年

度には県内平均価格で70万円を超えていた価格

は、今年７月に49万2,000円と50万円台を下回

り、８月は53万2,000円と７月よりは高くなった

ものの、いまだに低迷している状況が続いてい

ます。

このため宮崎県議会自由民主党では、去る９

月６日に知事に対して「県政に対する提言」を

行い、その中で、肉用牛の生産基盤の維持・経

営安定のための支援について要望を行ったとこ

ろです。

そこで、子牛価格の低迷など厳しい情勢下に

ある肉用牛農家に対して、今後どのような支援

に取り組んでいくのか、知事にお伺いいたしま

す。

議員御指摘のとおり、○知事（河野俊嗣君）

肉用牛経営が長期にわたり厳しい状況にある

中、私自身も競り市を訪問するなど様々な関係

者と意見を交わす中で、多くの生産者や関係機

関から先行きを不安視する声を直接伺っており

ます。本県肉用牛の生産基盤を弱体化させる危

機的状況が続いているものと大変危惧しており

ます。

このため、肉用子牛生産者補給金制度等、国

のセーフティーネット対策に加え、生産現場の

ニーズを踏まえ、８月からは、農業近代化資金

の対象に運転資金を追加するなど、経営面での

支援を強化したところであります。

また、生産基盤の強化と子牛価格の上昇を図

るため、全国に先駆けた本県独自の母牛更新の

支援策や、低迷する宮崎牛の消費を県内外や海

外で緊急的に創出する取組を今定例会でお願い

しております。昨年度の補正予算を含めた既定

事業と併せて、総合的に対策を講じてまいりま

す。

今後とも、国や市町村、関係団体と一体と
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なってこの難局を乗り越え、畜産農家の皆さん

が将来にわたって安心して経営を継続できるよ

う、しっかり取り組んでまいります。

農家が安心して経営を継続で○日髙陽一議員

きるよう取り組むという力強い答弁をいただき

ました。ぜひ、厳しい状況に置かれている肉用

牛農家に寄り添った支援を引き続きよろしくお

願いいたします。

次に、宮崎牛の消費拡大について伺います。

枝肉や子牛価格の低迷が長期化する中、県は

これまでも宮崎牛の消費拡大に取り組んできて

おり、昨年度は、知事によるアメリカでのトッ

プセールスや東京食肉市場まつり2023の協賛、

大都市圏主要駅での集中的なＰＲなど、海外や

大都市圏において宮崎牛のＰＲを進めてきまし

た。これらの取組は、畜産関係団体から一定の

評価を受けているものと考えます。

しかしながら、現在も続くこの厳しい現状を

打破していくためには、宮崎牛のさらなる需要

を創出するなど、新たな対策が必要と考えてお

ります。

そこで、国内外における宮崎牛の消費拡大に

向けて、県はどのように取り組んでいくのか、

農政水産部長にお伺いいたします。

枝肉や子牛の○農政水産部長（殿所大明君）

価格が低迷する中、宮崎牛の消費や販路拡大な

どの出口対策が大変重要であると考えておりま

す。

このため、県ではこれまで、「おいしさ日本

一」のセールスポイントを最大限に活用し、国

内外でのプロモーションや情報発信等に取り組

んでまいりました。

このような中、さらなる需要創出を図るた

め、今回新たに、県民向け消費拡大キャンペー

ン等の取組を支援するとともに、大都市圏での

インバウンド消費の拡大や、ハラール対応の食

肉処理施設の整備を踏まえ、イスラム圏域での

市場開拓に向けたＰＲに取り組むこととしてお

ります。

引き続き、関係団体等と連携し、宮崎牛のさ

らなる消費拡大を図り、畜産経営の安定につな

げてまいります。

県内、県外、海外に向け、一○日髙陽一議員

層の県産牛肉の消費や販路の拡大に取り組んで

いただくよう、よろしくお願いいたします。

今年、メジャーリーグオールスターズゲーム

では、宮崎牛のステーキやすしがメジャーリー

ガーに振る舞われました。これは、県やＪＡ経

済連、ミヤチク等の関係機関がしっかりと連携

して、働きかけを行ってこられた結果だと思っ

ております。

このような取組は、宮崎牛の新たなセールス

ポイントとなり、国内外でのさらなる消費拡大

につながるものと考えております。厳しい肉用

牛の情勢下ではありますが、県、市町村、ＪＡ

等の農業団体、そして我々県議会も一体となっ

て、この難局を乗り越えてまいりたいと考えて

おります。

次に、農林水産物などの地域の食資源の高付

加価値化について伺います。

先ほど挙げました改正食料・農業・農村基本

法では、新たに「農産物の付加価値の向上及び

創出を図ること」についての条文が追記されて

おります。

また、農林水産省が公表した令和４年度６次

産業化総合調査では、農産加工や農産物直売

所、農家レストラン等による６次産業化の全国

年間販売額が過去最高の２兆1,765億円となった

と発表され、本県も814億円と前年度から100億

円程度増加し、全国５位でありました。
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これは、農林漁業者をはじめ、６次産業化に

関わる皆様がしっかり取り組まれている結果だ

と考えております。

このような中、本県では、フードビジネス振

興の一環として、これまでの６次産業化を発展

させ、農林水産物などの地域の食資源を活用し

た新ビジネス創出に挑戦する、ローカルフード

プロジェクトが推進されております。

県内には、すばらしい農産物を使っている生

産者がたくさんいらっしゃいます。生産・加工

・流通などに関わる様々な関係者が、それぞれ

の強みを出し合いながら連携し、農林水産物の

付加価値を向上させることは、農林水産業の持

続的な発展を目指す上で大切だと思いますが、

地域の食資源の高付加価値化に向けたローカル

フードプロジェクトについて、どのような取組

を行っているのか、農政水産部長にお伺いいた

します。

農林水産物の○農政水産部長（殿所大明君）

付加価値向上を図ることは、生産者の所得向上

の観点から大変重要でありますので、県では、

食や農の多様な関係者が連携するローカルフー

ドプロジェクトに重点的に取り組んでおりま

す。

令和５年度までの３年間で計21件のプロジェ

クトがスタートし、例えば、米粉や小麦粉を含

む全ての原料が本県産のギョーザといった加工

品の商品化や、航空事業者と連携し、新鮮な農

産物を都内まで当日配送する物流サービスの開

発等が行われています。

今後とも、プロジェクトに取り組み、豊富な

知見や技術を有する民間企業と生産者との新た

な連携を進め、新ビジネスの創出を後押しする

ことで、地域の食資源のさらなる高付加価値化

を進めてまいります。

次に、豚熱について伺いま○日髙陽一議員

す。

平成30年９月、国内の養豚農場で26年ぶりに

発生した豚熱は、これまでに全国で93事例が発

生し、直近では８月に新潟県で発生が確認され

るなど、延べ約40万頭の飼養豚の殺処分が行わ

れております。

令和元年には本州などで豚へのワクチン接種

が開始されましたが、その後のワクチン接種を

実施した農場においても相次いで発生している

ところです。

農場での発生の大きな要因となっている野生

イノシシでの豚熱感染については、本州・四国

で感染エリアが拡大しておりますが、全国で飼

養頭数の約３分の１を占める養豚主産地である

九州においても、今年の６月に佐賀県において

初めて野生イノシシで感染が確認され、今後の

感染拡大が懸念されます。

まずは、これ以上の豚熱の感染拡大を食い止

めることが重要であると思われますが、本県で

の豚熱への対応について、農政水産部長にお伺

いいたします。

豚熱について○農政水産部長（殿所大明君）

は、佐賀県内において野生イノシシでの感染が

継続して確認されており、本県におきまして

も、野生イノシシを介したウイルスの侵入リス

クが非常に高まっております。

このため県では、野生イノシシの感染を確認

する検査を強化するとともに、経口ワクチンの

散布候補地約600か所を事前に選定するなど、万

が一、感染拡大が本県まで及んだ場合、迅速に

対応できる体制を構築しております。

また、養豚農場での発生防止のため、豚への

効果的なワクチン接種に加え、防護柵の破損箇

所の確認など、ウイルスの侵入防止対策を徹底
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するよう重点的に指導しております。

引き続き、関係機関と連携し、最大限の緊張

感を保ちながら、防疫体制の強化に取り組んで

まいります。

引き続き高い防疫体制が維持○日髙陽一議員

できるよう、よろしくお願いいたします。

次に、土木行政についてであります。

まず、宮崎港における「みなと緑地ＰＰＰ」

の活用についてお伺いいたします。

みなと緑地ＰＰＰとは、令和４年、港湾法改

正により新たに創設され、港湾緑地等におい

て、カフェ等の収益施設の整備と当該施設から

得られる収益を還元してリニューアル等を行う

民間事業者に対し、緑地等の行政財産の貸付け

を可能とする認定制度であり、この制度を活用

すると利用者向けのサービスが充実し、港湾緑

地の利便性、快適性、安全性が高まることが期

待されております。

この港周辺では、令和７年度、宮崎駅と宮崎

港を結ぶ市道宮崎駅東通線の全線が開通するほ

か、県が整備する新別府川の河口の港湾緑地と

阿波岐原森林公園とを結ぶ緑地連絡橋が今年度

中に完成するため、人と物の流れが大きく変わ

ると予想されております。

これらの整備に合わせ、みなと緑地ＰＰＰ制

度を活用することで、今後の活性化やにぎわい

の創出に寄与するのではないかと考えます。

そこで、宮崎港におけるみなと緑地ＰＰＰの

取組について、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

宮崎港におい○県土整備部長（桑畑正仁君）

ては、新たな市道や緑地連絡橋の整備により、

西地区にある港湾緑地の利用者の増加が期待さ

れます。

このため県では、緑地における新たなにぎわ

いの創出に加え、津波避難施設の整備等を目的

に、みなと緑地ＰＰＰの活動を検討していると

ころです。

今年度は、この制度の導入に向け、民間事業

者によるミニイベントなどの社会実験や、緑地

の活用方法について、民間事業者から意見や提

案を求めるサウンディング型市場調査に取り組

んでおります。

県としましては、これらの調査結果を踏ま

え、事業者選定のための整理を進め、みなと緑

地ＰＰＰの実現に向け、取り組んでまいりま

す。

次に、建設業の処遇改善や働○日髙陽一議員

き方改革に関してお伺いいたします。

先月の日向灘沖地震や台風第10号によって県

内各地で被害が発生しましたが、建設業は、こ

のような災害時に復旧を担うほか、社会資本の

整備など、県民の安全・安心に欠かせない大変

重要な産業であります。

昨今の人件費の上昇や建設資材価格の高騰、

慢性的な労働者不足の中、今年４月からは時間

外労働の上限規制が適用開始されるなど、建設

業を取り巻く状況は大きく変化しております。

建設業に社会資本整備の担い手や自然災害か

ら地域を守る役割を果たしてもらうためには、

発注者側と建設業が協力して、処遇改善や働き

方改革に取り組んでいくべきだと考えておりま

す。

そこで、建設業の処遇改善や働き方改革に向

け、県はどのように取り組んでいくのか、県土

整備部長にお伺いいたします。

県では、建設○県土整備部長（桑畑正仁君）

業の処遇改善や働き方改革につながる様々な施

策に取り組んでおります。

具体的には、建設従事者の適切な賃金水準を
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確保するため、設計労務単価を12年連続で引き

上げるとともに、主要資材価格を毎月調査し、

工事価格に反映しております。

また、長時間労働の是正のため、今年４月か

ら応急工事を除く全ての工事で４週８休を指定

して発注するほか、工事書類簡素化の拡大にも

取り組んでいるところです。

さらに、工事現場における生産性の向上のた

め、デジタル技術を活用したＩＣＴ活用工事や

遠隔臨場など、現場管理の効率化を推進してお

ります。

今後とも、建設関係団体と連携を図りなが

ら、魅力ある労働環境となるよう、官民一体と

なって働き方改革を進めてまいります。

建設業の処遇改善や働き方改○日髙陽一議員

革を進められているとの答弁をいただきました

が、建設産業においては、他産業よりも若手の

割合が低く、より高齢化が進行しており、担い

手不足が大きな課題となっております。

将来に向かって建設産業がその役割を果たし

ていくためにも、技術者の育成を図るととも

に、若い世代の建設産業への就職を促進し、そ

して担い手を確保していくことも大変重要と考

えます。

そこで、建設産業における担い手確保に向け

て、県ではどのように取り組んでおられるの

か、県土整備部長にお伺いいたします。

建設産業の担○県土整備部長（桑畑正仁君）

い手を確保するためには、働き方改革等の取組

を進めるとともに、建設産業の魅力を若い世代

に伝えることが大変重要です。

このため県では、産業開発青年隊において技

術者を育成するとともに、県建設業協会に担い

手コーディネーターを配置し、教育機関との連

携の下、高校生などを対象とした現場見学会や

保護者向け説明会などを実施しております。

また昨年、ポータルサイト「ビルミヤ」を開

設し、動画配信も活用しながら、若者に向けた

建設産業の魅力発信に努めております。

建設産業を持続的なものとするため、引き続

き、担い手の確保にしっかりと取り組んでまい

ります。

次に、地域の災害対応力を維○日髙陽一議員

持していくための取組についてお伺いいたしま

す。

建設産業を取り巻く環境が厳しい状況の中に

おいても、先日の台風第10号の際には、地域の

建設業者の方々に、早期の交通解放など御尽力

をいただきました。

自然災害の頻発化や激甚化が進む中、県民の

安全・安心を守る上で、地域の守り手である建

設業者の存在が不可欠でありますが、中山間地

域などで災害対応が困難になる地域が出てくる

のではないかと心配しております。

このためには、各地域の建設業者を育成・確

保し、災害対応の空白地域が生じないようにし

なければならないと考えます。

そこで、地域の災害対応力を維持していくた

めに、どのような取組を行っているのか、県土

整備部長にお伺いいたします。

県では、地域○県土整備部長（桑畑正仁君）

の安全は地域で守ることを目指し、地域の建設

業者の育成に取り組んでおります。

入札制度においては、総合評価落札方式にお

ける地域企業育成型や指名競争入札の実施によ

り、地域の建設業者が受注しやすい環境づくり

に取り組んでおります。

また、地域の建設業者が共同して災害対応等

を行う地域メンテナンス業務を導入し、その取

組を入札で評価するとともに、大規模災害への
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対応として復旧・復興ＪＶ制度を創設し、地域

の建設業者が災害復旧工事に関わる仕組みを導

入したところです。

今後とも、災害対応の空白地域を生じないよ

うに、災害対応力の強化に取り組んでまいりま

す。

次に、コンクリート舗装の活○日髙陽一議員

用について伺います。

県内の道路は長年アスファルト舗装が主流と

なっておりますが、近年、環境負荷の問題や道

路の長寿命化を考えると、コンクリート舗装の

耐久性やライフサイクルコストといったメリッ

トがますます注目されていると思います。

車を走らせると、国道10号の高岡町花見地区

や現在施工中の国道220号の郡司分地区の工事

で、国によりコンクリート舗装が採用されてい

るようです。

私は、県管理道路においても、今後の舗装に

関しては、こうしたコンクリートの利点を生か

すことが重要ではないかと考えます。

そこで、コンクリート舗装の活用について、

県の考えを県土整備部長にお伺いいたします。

コンクリート○県土整備部長（桑畑正仁君）

舗装につきましては、耐久性が高く、長寿命で

あることに加え、騒音や振動が抑えられる工法

などの技術開発も進んでおります。

一方で、アスファルト舗装に比べ工事費が高

く、コンクリートが固まるまで時間を要するこ

と、また、水道管など地下埋設物の補修や点検

が必要な場合には、コンクリート舗装の撤去に

費用と労力を要することなど、活用に当たって

の課題があります。

県としましては、バイパス区間や４車線の道

路など、現地の条件、経済性、施工性を考慮の

上、コンクリート舗装の活用について、総合的

に検討してまいりたいと考えております。

地産地消の観点からも大変重○日髙陽一議員

要なことだと考えますので、ぜひ取組をお願い

していきたいと思います。

次に、本県の砕石利用について伺います。

砕石は、先ほどのコンクリートに使われるほ

か、アスファルトの混合物をつくる際にも用い

られる原材料として、そのほか道路の路盤材な

ど幅広く使われております。

また、災害時には仮設道路に使用されるな

ど、応急対応の資材として安定供給が求められ

るものであります。

過去に経済産業省が公表していた砕石等統計

年報によりますと、本県の砕石使用につきまし

ては、九州で最も多く県外産が使われており、

その割合は約３割となっております。

そこで、コンクリートやアスファルト、災害

時の応急対応など、公共工事に欠かせない砕石

は、地産地消の観点からも地元で調達すること

が望ましいと思いますが、県産砕石の使用比率

を高めるために、県はどのような取組を行って

いるのか、県土整備部長にお伺いいたします。

公共工事にお○県土整備部長（桑畑正仁君）

ける地産地消の取組は、県内経済の活性化を促

進するためにも大変重要であります。

このため、砕石をはじめとする建設資材につ

きましては、購入先を県内企業から選定するよ

う努めることを工事請負契約約款に明記すると

ともに、コンクリート等の製造関係団体に対

し、県内から原材料を調達していただくよう協

力要請を行っております。

また、総合評価落札方式において、砕石など

の「県産資材の活用」を評価項目に設定するな

ど、公共工事における地産地消に取り組んでい

るところです。
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引き続き、幅広く関係団体等の意見を伺いな

がら、砕石等の県産資材の積極的な活用に努め

てまいります。

次に、医療・福祉行政につい○日髙陽一議員

てであります。

まず、宮崎県医療計画についてお伺いいたし

ます。

急速な高齢化や社会構造の多様化・複雑化が

進む中で、疾病構造の変化や生活習慣病の増

加、さらには医療技術の進歩等、医療を取り巻

く環境は大きく変化しています。

また、今年４月から勤務医の時間外労働に上

限を設ける医師の働き方改革がスタートしたほ

か、来年には団塊の世代の方々が全て75歳以上

となり、医療・介護需要が最大化することが想

定されています。

県内においては、令和４年１月に、救急医療

やがん治療など、全県レベルの高度・急性期医

療を担う地域医療の要として、県立宮崎病院が

リニューアルオープンした明るい話題がある一

方、若手医師の養成・確保や県内定着、県内地

域間の医師偏在是正、その他、小児科、産科等

の医師の確保などの課題があります。

こうした背景の下、それぞれの地域におい

て、県民が安心して暮らすことができるよう、

切れ目のない医療を受けられる体制の構築を目

指し、第８次宮崎県医療計画が今年３月に策定

されております。

そこで、第７次医療計画の評価と、その評価

を踏まえた第８次計画ではどのように取り組ん

でいくのか、知事にお伺いいたします。

第７次医療計画におき○知事（河野俊嗣君）

ましては、がんや脳卒中などの５疾病と、救急

医療や僻地医療などの５事業及び在宅医療を中

心に、医療提供体制の充実に取り組んでまいり

ました。

具体的には、県北地区における心臓・脳血管

センターの整備をはじめ、宮崎大学医学部の地

域枠の拡充や医師のキャリア形成支援、オンラ

イン診療の実証など、様々な取組を着実に推進

してまいりました。

一方で、僻地における常勤医師数や特定健診

受診率が目標値を下回るなど、さらなる取組の

強化が必要な分野もあります。

こうした状況を踏まえ、第８次計画では、医

療従事者の養成・確保をはじめ、病床機能の分

化・連携の促進や在宅医療体制の充実、さらに

は、新たな感染症発生を見据えた体制整備、県

民の疾病予防などに取り組むこととしておりま

す。

今後も、県民が将来にわたって安心して医療

を受けられるよう、市町村や関係団体と連携を

図りながら、持続可能な医療提供体制の実現に

向けた取組をしっかり展開してまいります。

次に、本県の精神科救急医療○日髙陽一議員

体制についてお伺いいたします。

我が国の精神保健医療福祉については、入院

医療中心から地域生活中心へという理念で、こ

れまで様々な施策が行われており、現在、精神

障がいの有無や程度にかかわらず、誰もが地域

や家族の一員として安心して自分らしく暮らせ

るよう、医療、障がい福祉・介護、住まい、社

会参加、地域の助け合い、教育が包括的に確保

された「精神障害にも対応した地域包括ケアシ

ステム」の構築が進められております。

これまで入院生活が中心であった精神障がい

の方が、生活の場を地域へと移行し、安心した

生活を送るためには、急な発症や症状の悪化に

対応できる連絡体制や、夜間や土日祝日でも安

心して精神科の救急医療が受けられるような体
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制が、あらかじめ整備されていることが前提と

考えます。

そこで、本県における精神科救急医療体制の

現状及び今後の対応について、福祉保健部長に

お伺いいたします。

精神科救急○福祉保健部長（渡久山武志君）

医療体制は、精神障がい者が安心して地域で暮

らしていくための大変重要な基盤の一つでござ

います。

このため本県では、土曜・日曜・祝日及び年

末年始につきましては、県内19の精神科病院に

よる輪番制により、24時間の救急医療体制を整

備しております。

一方で、平日夜間につきましては、県民に広

く認識され、安心して受診してもらえる救急医

療体制が整備されておりません。県立宮崎病院

など、一部の医療機関での対応となっておりま

す。

平日夜間の体制につきましては、関係機関と

定期的な検討を重ねておりますが、対応いただ

く精神保健指定医や医療機関の負担も大きいた

めに、より多くの精神科医療機関等の協力が得

られますよう、引き続き協議を進めてまいりま

す。

よろしくお願いいたします。○日髙陽一議員

次に、産後ケア事業について伺います。

産後ケア事業は、出産後の母子に対して、心

身のケアや育児のサポート等きめ細かい支援を

行い、産後も安心して子育てができる支援体制

を確保することを目的に、平成26年度に創設さ

れたもので、今年度末までに全国展開が目指さ

れております。

また、この事業は、市町村の事業として母子

保健法に位置づけられ、多くの市町村において

実施されておりますが、地域によってこの事業

の委託先となる病院や助産所等が偏在している

ことや、産婦の移動支援など、様々な課題もあ

るようです。

出産・子育てをめぐる環境変化が進む中、産

後ケア事業の利用を希望する全ての妊産婦が、

県内どの地域に住んでいても同様のサービスが

受けられるようにするためには、県の支援が重

要だと考えます。

そこで、産後ケア事業の実施体制に係る県の

支援等について、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

産後ケア事○福祉保健部長（渡久山武志君）

業は、出産後１年以内の母子に対して心身のケ

アや育児のサポート等を行うものであり、各地

域で希望するサービスを利用できる体制を整え

ることが必要です。

この事業は、県内全ての市町村で実施されて

おりますが、市町村からは、職員のスキルアッ

プへの支援を求める声や、事業の連携先である

病院や助産所が偏在しておりまして、単独での

対応に苦慮しているとの意見などを伺っており

ます。

このため県では、市町村の保健師などを対象

とした研修を実施いたしますとともに、医師会

や助産師会等の関係機関と連携し、広域での事

業実施に向けた協議を進めております。

引き続き、市町村や関係機関と連携いたしま

して、県内どこに住んでいても安心して産後ケ

アを受けることができるよう取り組んでまいり

ます。

せっかく生まれてきた命をお○日髙陽一議員

母さんがしっかりとケアできる体制を築いてい

ただきたいと思います。

次に、高次脳機能障がいについて伺います。

高次脳機能障がいとは、脳卒中や交通事故等

- 64 -



令和６年９月11日(水)

により脳に損傷を受け、その後遺症等として、

日常生活の中で注意障がい、記憶障がいなどが

現れるもので、外見からは障がいがあると分か

りにくいため、「見えない障がい」などと言わ

れております。

昨年度、県が実施した実態把握調査によりま

すと、令和５年４月から６月の間の県内106の医

療機関における高次脳機能障がいの診断または

疑いのある新規入院患者数248人に基づき、県内

の当事者数を推計したところ、少なくとも7,054

人に上るとのことです。

そのうち特に、就労・就学など各種支援が必

要と思われる64歳以下の人が約６割を占めると

いう推計結果もあり、当事者の中には比較的若

い方も多くいらっしゃるものと考えられます。

そのような方々も含め、当事者の皆様を各種

支援に確実につなげていくためには、安心して

相談いただけるような支援体制を構築すること

が重要であると考えますが、高次脳機能障がい

者に対する相談支援体制について、福祉保健部

長にお伺いいたします。

本県では、○福祉保健部長（渡久山武志君）

高次脳機能障がいのある方々への支援拠点機関

として、身体障害者相談センター及び宮崎大学

を指定するとともに、47の医療機関を支援協力

医療機関として登録しており、これらの機関に

おいて、当事者や御家族等からの相談や診療等

に対応しております。

さらに、今年度６月補正で予算が認められま

したことから、当事者や御家族が身近な地域で

相談することができるよう、県内の相談支援事

業所等を対象とした支援者養成研修に向けて、

現在準備を進めているところでございます。

県といたしましては、これらの取組を通じ

て、各支援機関等との連携を深め、地域におけ

る相談支援体制のさらなる充実を図ってまいり

ます。

次に、犯罪被害者への支援に○日髙陽一議員

ついて伺います。

警察庁の統計によりますと、昨年１年間の刑

法犯罪の認知件数はおよそ70万3,000件で、おと

としを10万件以上上回り、ネットバンキングを

狙った不正送金や児童虐待の通告件数も過去最

多となるなど、犯罪の情勢は厳しい状況にあり

ます。

このような中、警察では、犯罪被害者及びそ

の遺族または家族、いわゆる犯罪被害者等の

方々へ、犯罪被害給付金等の手続、性犯罪や交

通事故、配偶者からの暴力案件、ストーカー事

案など、犯罪被害者等の特性に応じた様々な側

面から支援が行われております。

そこで、令和５年中に県警において犯罪被害

者支援を行った事件の件数について、県警本部

長にお伺いいたします。

県警では、殺人○警察本部長（平居秀一君）

や傷害、性犯罪、交通死亡事故など、犯罪の被

害者及びその御家族または御遺族に対して支援

を行っており、令和５年中は227件の事件で支援

を行っています。

犯罪被害者等の方々は、犯罪○日髙陽一議員

によって、直接身体的、精神的、または経済的

被害を受けるだけではなく、二次的被害を受け

る場合があります。

また特に、殺人や傷害、性犯罪等の身体犯、

ひき逃げ事件や交通事故事件の犯罪被害者等

は、被害によって受ける精神的苦痛が大きく、

そのサポートは極めて重要だと考えます。

そこで、犯罪被害者が受ける精神的なダメー

ジをサポートするため、県警がどのような取組

を行っているのか、警察本部長にお伺いいたし

- 65 -



令和６年９月11日(水)

ます。

県警では、犯罪○警察本部長（平居秀一君）

被害者等への精神的サポートとして、捜査状況

や犯人の検挙状況等の情報提供、再被害防止の

ための防犯指導や警戒措置、公認心理師による

カウンセリングなどの支援活動を行っていま

す。また、犯罪被害者等のニーズに応えるた

め、公益社団法人みやざき被害者支援センター

や人権同和対策課などと連携を図り、早期の段

階から犯罪被害者等に寄り添った支援を行って

います。

なお、県警では、現在、犯罪被害者等の心理

的支援などを担う心理捜査官の採用に向けて取

り組んでいるところです。

次に、消防行政についてであ○日髙陽一議員

ります。

まず、消防の広域化に向けた取組について伺

います。

本年１月に発生した能登半島地震では、消火

活動や人命救助などの災害対応に、消防が大き

な役割を果たしたところであります。

本県においても、先月の地震や台風など、災

害が激甚化・頻発化しており、また南海トラフ

地震の発生も懸念されていることから、大規模

災害に迅速かつ的確に対応できるよう、消防の

充実を図っていく必要があります。

また、少子高齢化の進展により、救急搬送件

数の増加や、消防人材の確保が難しくなること

も懸念されております。

このような状況に適切に対応し、消防力を維

持・強化していくためには、地域の実情に応

じ、広域化などによる消防体制の確保も検討し

ていく必要があるのではないかと考えます。

本県では、県消防長会において、広域化につ

ながる消防指令業務の共同運用について検討が

行われましたが、目標としていた令和９年４月

からの運用開始を断念されたと伺っておりま

す。

そこで、現在の消防広域化に向けた県の取組

状況について、危機管理統括監にお伺いいたし

ます。

救急需要の○危機管理統括監（児玉憲明君）

増加など社会環境の変化に対応するためには、

広域化の検討を含め、消防力の確保・充実が重

要であります。

このため県では、平成19年度に広域化の推進

計画を策定後、25年度と30年度の計画改定時や

改定後も、広域化の在り方について各消防本部

と協議を重ねてまいりました。

御質問のありました消防指令業務の共同運用

は、費用の負担割合などの調整がつかず、一旦

断念されておりますが、システムの更新時期な

どを見据え、引き続き意見交換を行っておりま

す。

今回、国の基本指針が改正され、連携・協力

の７類型などが示されたため、これらの取組に

ついて実施の可能性を各消防本部と協議するな

ど、今年度中の県の計画改定を目指し取り組ん

でまいります。

次に、消防学校における実火○日髙陽一議員

災訓練施設の整備についてお伺いいたします。

消防は地域を守る大切な役割を担っており、

私も消防団員として、これまで火災の消火や夜

警などの業務に従事してまいりました。その経

験からも、訓練の重要性を痛感しているところ

であります。

近年、火災件数は減少傾向にあり、現場活動

の経験の少ない消防職員等が増加する一方、高

気密・高断熱住宅の普及により、建物火災にお

いて、急激に炎が広がる現象に遭遇する危険性
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が高まっていると聞いております。

このため、実際の火災を想定した実践的な訓

練を行うことができる環境の整備が必要ではな

いかと考えます。

今年度、消防学校の訓練機能を強化するため

の予算が計上されておりますが、そのうち、調

査・検討を行うこととされている実火災訓練施

設の整備について、検討状況を危機管理統括監

にお伺いいたします。

実火災訓練○危機管理統括監（児玉憲明君）

施設は、実際の火災に近い環境で訓練を行うの

に有効な施設であります。

施設の種類としては、コンテナ内で木材等を

燃焼させ、実際の炎や煙等を体験できるホット

トレーニングと、建物内にガスバーナー等で火

災状況をつくり、消火・救助等の幅広い訓練が

できる模擬消火訓練装置、いわゆるＡＦＴの２

つがあります。

県では、有識者や各消防本部の職員などで構

成する委員会を設置し、新たに施設を整備する

場合の検討を行っておりますが、その中では、

火炎の制御が行いやすく、様々な想定で訓練を

行うことができるＡＦＴのほうが有効ではない

かという議論になっております。

引き続き、消防職員の技術向上が図られるよ

う、様々な観点から検討を進めてまいります。

次に、税財政運営等について○日髙陽一議員

であります。

まず、県税収入の状況と税収確保の取組につ

いてお伺いいたします。

財務省の発表によりますと、令和５年度の国

の税収は、４年連続で過去最高を更新したとい

うことです。

主要税目で見ますと、円安進行で企業の海外

収益が拡大したことなどにより法人税収が、物

価高などを受け、消費税収がそれぞれ伸びたこ

とが、増収に大きく影響しているようです。

県税についても、先日、今年の自動車税種別

割の納期内納付が過去最高であるとニュースで

見ましたが、言うまでもなく県税収入は県の貴

重な自主財源であり、税収確保は、各分野の事

業を遂行していくためにも大変重要なことだと

考えております。

そこで、令和５年度県税収入の状況と税収確

保の取組について、総務部長にお伺いいたしま

す。

令和５年度の県税○総務部長（吉村達也君）

収入額は、過去最高となった令和４年度決算額

には及ばないものの、ほぼ同程度の約1,102億円

となる見込みであり、主な税目では、個人県民

税が最低賃金の上昇等により、また、地方消費

税が物価上昇によりそれぞれ増収に、一方、法

人事業税が原材料費の高騰等により減収になる

見込みであります。

自主財源である県税収入の確保は、財政運営

上重要であることから、マスメディアやＳＮＳ

等を活用した納期内納付の広報や催告、差押え

などの滞納整理、税務職員の市町村との併任人

事交流等の徴収対策に取り組むとともに、現

在、手軽に納付できるスマホアプリ等による

キャッシュレス納付のＰＲ等も積極的に行って

おります。

今後とも、適正・公平な賦課徴収を図り、県

税収入の確保にしっかりと取り組んでまいりま

す。

次に、市町村の財政運営に関○日髙陽一議員

して伺います。

人口減少社会の中で、どの市町村においても

税収はもとより、水道事業や病院事業など公営

企業においても利用料の収入等、歳入の確保が
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課題となっております。

その一方で、高齢化に伴う社会保障関係経費

や公共施設の老朽化等による維持管理費等の増

加が懸念されており、どの市町村においても、

将来に向けた財政運営に厳しいかじ取りが求め

られております。

県においても、県民の一番近いところで公共

サービスを提供している市町村の財政状況につ

いてしっかりと把握し、適切な財政運営が図ら

れるよう丁寧にサポートしていくべきものと考

えますが、県は市町村の財政状況についてどの

ように把握し、どのような助言を行っているの

か、総務部長にお伺いいたします。

市町村の普通会計○総務部長（吉村達也君）

の決算状況を見ますと、おおむね健全な財政状

況にありますが、地方税など自主財源に乏し

く、財政構造の硬直化も見られます。

また、上下水道や病院事業等の公営企業会計

は、その多くが一般会計からの繰入金に依存す

るなど、大変厳しい経営状況にあります。

このため県では、様々なヒアリングや現地調

査等を通じ、市町村ごとの課題を把握した上

で、積極的な歳入確保や効果的・効率的な歳出

など、歳入歳出両面からの財政健全化の取組に

加え、公営企業の経営改善等について個別に助

言等を行っております。

今後、人口減少・少子高齢化がさらに進み、

市町村の財政運営は厳しさを増すことが懸念さ

れますので、引き続き、将来にわたり持続可能

な財政運営が確保できるよう支援してまいりま

す。

続いて、宮崎県東京ビル再整○日髙陽一議員

備に関してお伺いいたします。

宮崎県東京ビルは、本県出身の学生のための

学生寮、職員宿舎、フロンティアオフィス等の

機能を有し、首都圏における本県の施策推進の

ため、重要な戦略拠点としての役割を担ってお

ります。

私の長男も昨年までお世話になっており、場

所がいいので、とても過ごしやすかったという

話をよくしておりました。

建設から48年が経過したこのビルを、すばら

しい立地環境のよさから、さらなる有効活用の

ために再整備を行っていらっしゃいますが、現

在、物価高騰に伴い、建設資材や人件費が上昇

しています。

コンクリートや鉄鋼、そして木材などの主要

な建材や設備機器の価格が急騰している中で、

計画以上に負担があるのではないかと危惧いた

しますが、宮崎県東京ビルの再整備の進捗状況

と物価高騰への対応について、総務部長にお伺

いいたします。

東京ビル再整備事○総務部長（吉村達也君）

業では、新たなビルを定期借地権方式で整備す

ることとしており、県の所有地を民間事業者に

有償で貸し付け、事業者が新ビルを建設した

後、県が施設の一部を買い取り、学生寮や職員

宿舎等として運営することとしております。

現在、旧ビルの解体工事を行っており、10月

には完了し、その後、新ビルの建設に着工、令

和８年10月に完成予定であります。

物価高騰への対応につきましては、解体工事

に係るインフレスライド適用による増額分を追

加工事分と合わせまして、今議会に必要な予算

として提案しております。

また、物価高騰が続いておりますことから、

新ビル建設に係る費用についても事業者から相

談を受けており、現在、協議しているところで

あります。

どうぞよろしくお願いいたし○日髙陽一議員
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ます。

次に、教育・文化芸術の振興についてであり

ます。

まず、県総合博物館について伺います。

今週日曜日まで県総合博物館で開催されてい

ました特別展「毒モンスター水族館」ですが、

非常に多くの皆さんに楽しんでいただいたと

伺っております。中でも、スクリーンのクラゲ

に触ると映像が反応するといったデジタル技術

を応用したアトラクションは、子供たちに大変

好評であったと聞いております。

改めて県総合博物館は、県民に対して様々な

学びを与えていただく県民のための博物館であ

ると実感しております。

今年度はデジタル化によるサービスの向上に

取り組まれると聞いておりますが、そこで、県

民にとって、より魅力のある県総合博物館とし

て、今後どのように取り組んでいくのか、教育

長にお伺いいたします。

御紹介いただきま○教育長（黒木淳一郎君）

した毒モンスター水族館は、６万人を超える多

くの方々に来場いただき、来場者からは、「ウ

ミウシが印象的だった」「クラゲの映像にタッ

チすると動いていて楽しかった」など、多くの

感想が寄せられました。

自然や歴史への興味・関心を引き出すツール

として、実物による展示はもとより、デジタル

技術の導入は必要不可欠であると改めて感じた

ところであります。

今年度は、最新技術を活用したデジタル

ミュージアムの構築に取り組んでおりまして、

双方向型の３Ｄアニメーション映像による新た

な展示などを年明けから順次公開する予定でお

ります。

今後とも、県民の皆様のニーズにしっかりと

応えながら、時代に即応した魅力ある博物館を

目指してまいります。

続けて、文化芸術の振興につ○日髙陽一議員

いて伺います。

令和３年度、国民的な文化の祭典、国文祭・

芸文祭が本県で開催され、県内各地で様々な文

化プログラムが実施されました。

豊かな自然に育まれ、神話が息づく本県の文

化が全国に向けて発信される機会となり、文化

の振興に大きな効果があったのではないかと考

えます。

この国文祭・芸文祭での成果を将来に引き継

いでいくため、県では文化振興条例や文化振興

計画が策定されましたが、これらを踏まえ、ど

のように文化振興に取り組んでいくのか、知事

にお伺いいたします。

県では、国文祭・芸文○知事（河野俊嗣君）

祭のレガシーを将来に生かしていこうというこ

とで、文化振興条例を制定するとともに、昨年

度、文化振興計画を策定しまして、文化を実感

できる「環境づくり」、文化を支え、育む「人

づくり」、文化を活用した「地域づくり」とい

う３つの柱で文化の振興に取り組んでおりま

す。

具体的には、「環境づくり」として、学校等

への芸術家の派遣などによる県民の鑑賞機会の

充実や、「人づくり」として、文化芸術の専門

人材による相談対応や研修など文化団体等の育

成・支援、さらには、「地域づくり」として、

神楽や祭りなど地域に残された豊かな文化資源

を生かした取組を進めております。

このような中、今年度は、県立芸術劇場のリ

ニューアルや、本県の宝である神話や神楽のＶ

Ｒ映像の制作を行っているほか、来年度は、宮

崎国際音楽祭と若山牧水賞が30回という節目を
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迎えますので、これまでの成果を踏まえ、さら

なる充実・発展に取り組んでいくこととしてお

ります。

今後とも、市町村や関係団体等と連携を図り

ながら、本県の文化振興をより一層推進してま

いります。

最後に、神楽のユネスコ無形○日髙陽一議員

文化遺産登録についてお伺いいたします。

私自身、神楽を舞っておりますが、実際に披

露する機会は本当に少なくなっていると感じま

す。依頼があれば、県内外を問わず、現地に

行って舞いたいという思いがあります。また、

担い手の一人として、宮崎の、そして日本の宝

である神楽の魅力を伝え、次世代に継承してい

くことが自分の使命だとも考えております。

先日、本県が事務局を務める全国神楽継承・

振興協議会に、先にユネスコ登録されている島

根県の佐陀神能が加入され、知事と直接意見交

換をなされたと報道がありました。

ちょうど１年前の私の代表質問で、神楽につ

いて知事に進捗状況をお伺いしましたが、佐陀

神能保存会が来県されたことを踏まえ、改め

て、神楽のユネスコ無形文化遺産登録に向けた

進捗状況と、知事の意気込みについてお伺いい

たします。

全国神楽継承・振興協○知事（河野俊嗣君）

議会におきましては、岩手県の早池峰神楽の加

入に続き、これまで数年にわたり協議を重ねて

まいりました島根県の佐陀神能にも今年５月、

加入いただきました。これによって、既にユネ

スコ登録されている２つの神楽にも賛同いただ

いた形となりまして、いよいよ日本の「神楽」

として、ユネスコ登録に向けて大きく前進した

ものと大変うれしく認識しております。

議員御指摘のとおり、７月には佐陀神能保存

会の会長が来県され、意見交換をしたところで

あります。

印象的だったのは、佐陀神能におかれても、

ユネスコ登録されてしばらくは、その登録効果

ということで、大変モチベーションも上がっ

て、保存・継承に向けて機運が盛り上がった

と。でも、時間が経過することによって、だん

だんそれが弱まっていくということで、この新

たな登録を目指す取組も、登録後、それがやは

り継続していくような仕組みづくりというのを

今から考える必要があるんじゃないかと、そう

いうアドバイスもいただいたところでありまし

て、保存・継承の厳しい現状や全国組織の存在

意義について、改めて考えを巡らせたところで

あります。

さらに盤石な体制となるよう、未加入である

２つの神楽について、当該県知事への働きかけ

などを行い、今後とも、国への要望等、引き続

き積極的に取り組んでまいります。

これまで神楽を大切に守り伝えてこられた

人々の思いにも応え、誇りを持って次世代に継

承していただくためにも、令和７年度の提案候

補への選定、令和10年度の登録という目標に向

けて、これからも全力で取り組んでまいりま

す。

どうぞよろしくお願いいたし○日髙陽一議員

ます。

今回は、代表質問として、防災・観光・農業

・土木・福祉などを質問してまいりました。こ

のどれもが県民の皆様の幸せのためでありま

す。昨年、宮崎県の幸福度ランキングは、大き

く伸びて全国３位でありました。すばらしいこ

とだと思います。しかし、まだこの幸福を感じ

ていない方もいらっしゃいます。一人でも多く

の方が幸福を感じられるよう頑張ってまいりま
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しょう。

以上をもちまして、私の全ての質問を終わり

ます。ありがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○濵砂 守議長

した。

明日の本会議は、午前10時から、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時49分散会
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